
『歴
代
宝
案
』
を
読
む
た
め
の
用
語
解
説

凡

例

一
、
本
稿
は

『歴
代
宝
案
』
第

一
集

(訳
注
本
第

一
、
二
冊
)
所
収
の
文
書

の
な

か
か
ら
、
重
要
と
思
わ
れ
る
公
文
書
用
語
を
選
ん
で
解
説
を
付
し
た
も
の
で

あ
る
。
公
文
書
用
語
は
、
同

一
の
語
で
あ

っ
て
も
時
代
の
変
遷
と
と
も
に
そ

の
意
味
や
用
法

に
変
化
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
解
説
の
内
容
は
、
特

に
必

要
な
場
合
を
除
き
、
第

一
集

に
収
め
ら
れ
た
明
か
ら
清
初

に
か
け
て
の
文
書

の
範
囲
内
に
と
ど
め
た
。

一
、
各
項
目
の
配
列
は
五
十
音
順
、
同
音

の
場
合
は
画
数
順
と
す
る
。

一
、
解
説

の
補
助
と
し
て
、
必
要
と
思
わ
れ
る
個
所

に

『歴
代
宝
案
』
第

一
集
か

ら
適
宜
用
例
を
選
ん
で
付
し
た
。
用
例

の
後
の
数
字
は
出
典
の
文
書
番
号
で

あ
る
。

一
、
説
明
の
便
宜
上
、
以
下

の
よ
う
な
略
称
を
用

い
た
。

『宝
案
』
　

『歴
代
宝
案
』
第

一
集
。

機
関
　
諸
官
庁
、
お
よ
び
そ
れ
を
代
表
す
る
長
官
。

い
わ
ゆ
る
衙
門
を
さ

す
。

下
行
文
　
上
級
機
関
か
ら
下
級
機
関
へ
送
る
文
書
。

平
行
文
　
同
等
機
関

の
間
で
と
り
か
わ
す
文
書
。

上
行
文
　
下
級
機
関
か
ら
上
級
機
関
へ
送
る
文
書
。

一
、
解
説

に
あ
た
り

『歴
代
宝
案
』
の
ほ
か
、
以
下

の
参
考
資
料
を
用

い
た
。

(

)

内

は
略

称

。

『正
徳
大
明
会
典
』
汲
古
書
院
影
印
本
　

一
九
八
九
年

(主
と
し
て
巻
七

五
を
参
照
)

『明
会
典
』

(『万
暦
会
典
』
)
万
暦

一
五
年
刊
　

北
京
・中
華
書
局
活
字
本

一
九
九
八
年

(主
と
し
て
巻
七
五

・
七
六
を
参
照
)

前
間
恭
作
遺
稿

・
末
松
保
和
編

『訓
読
吏
文
　
附
吏
文
輯
覧
』

(『吏
文
』
)

一
九
四
二
年
　
国
書
刊
行
会
影
印
本
　

一
九
七
五
年

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
編
刊

『明
清
史
料
』
(甲
-
癸
編
)
一
九
三

○
-
七
五
年
　

台
北

・
維
新
書
局
影
印
本
　

一
九
七
二
年

『大
清
会
典
』
康
煕
三
四
、
五
年
刊

(主
と
し
て
巻
四
七
を
参
照
)

『大
清
会
典
』

(『光
緒
会
典
』)
光
緒
二
五
年
刊
　
北
京
・中
華
書
局
影
印

本
　

一
九
九

一
年

(主
と
し
て
巻
三
〇
を
参
照
)

『大
清
会
典
事
例
』
光
緒
二
五
年
刊
　
北
京

・
中
華
書
局
影
印
本
　

一
九

九

一
年

(主
と
し
て
巻
四
〇
九

・
四

一
〇
を
参
照
)

黄
六
鴻

『福
恵
全
書
』
康
煕
三
三
年
自
序
　
嘉
永
三
年
和
刻
本
　
汲
古
書

院
影
印
本
　

一
九
七
三
年



あ

行

案
　
公
文
書
の
総
称
。
ま
た
事
件
、
の
意
。
実
際
の
用
例

で
は
各
文
書

の
内
容
に

伴

っ
て
語

の
さ
す
範
囲
が
限
定
さ
れ
る
。

『宝
案
』
に
み
ら
れ
る
案

の
用
法
の
主

な
も
の
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

(1)

公

文

書

一
般

を

さ

す

(抄

案

・
立

案

)
。

(2)
保
存
し
て
あ
る
公
文
書
。
た
だ
し
収
受

し
た
ば
か
り
の
文
書
か
ら
過
去
の
先

例
や
法
律
を
集
め
た
会
典
な
ど
ま
で
を
含

む
広
義
の
保
存
書
類
を
さ
す
(案
査
・

案
照

・
在
案

・
存
案
)。

(3)

法

律

上

の
事

件

、

あ

る

い

は

そ

の

一
件

書

類

(旧

案

〔
〇

五

-
〇

一
〕
・
銷

案

〔
一

一
-
〇

四
〕
)
。

(4)
事
案
、
案
件
。
「査
得
、
琉
球
貿
易

一
案
、
詳
奉
憲
批
、
遵
即
檄
行
福
防
庁
監

看
貿
易
去
後
。」

〔
一
一
-〇
五
〕

(5)
奉

・
准
な
ど
う
け
と

っ
た
文
書
を
引
用

す
る
時
の
語
に
冠
し
て
用

い
る
。
特

に
強
い
意
味
は
な
く
、
用
法
は
案
を
付
加

し
な

い
場
合
と
同
じ
で
あ
る
(案
奉
・

案
准

・
案
拠
)。

案
験
　

下
行
文

の

一
つ
。
明
初

か
ら
清
初
ま

で
使
用
さ
れ
た
文
書

で
、
都
察
院
の

各
御
史
の
ほ
か
、
六
部
な
ど
の
官
で
部
外

に
出
向
し
た
者
が
自
己
の
管
轄
下
の

機
関
に
指
示
を
与
え
る
た
め
に
用

い
た
。
使
用
方
法
は
独
特
で
、
指
示
を
与
え

る
べ
き
機
関

に
所
属
す
る
下
級
官
吏
を
よ
び
よ
せ
て
案
験
を
書
き
写
さ
せ

(抄

案
)、
そ
の
写
し
を
持
ち
帰

っ
て
所
属
機
関

の
長

に
報
告
す
る
こ
と
に
よ
り

(回

司
・回
呈
)、
指
示
内
容
を
伝
達
す
る
。
こ

の
よ
う
に
迂
遠
な
方
法
が
と
ら
れ
た

の
は
、
互

い
に
直
接
的
な
統
属
関
係
の
な

い
機
関
に
指
示
す
る
必
要
性
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
『宝
案
』
で
は
巡
撫

・
巡
按

・総
督
か
ら
布
政
司

へ
の
案
験
の
ほ

か
、
各
道
か
ら
海
防
館

へ
の
案
験
の
例
が
あ
る

(
〔
一
九
‐
二
三
〕
)。
な
お

『宝

案
』
中
の
使
用
例
は
康
煕
二
十
八
年

〔
一
一
-
〇
四
〕
が
最
後
で
、
そ
れ
以
降
は

同
様

の
目
的
で
案
験
と
併
用
さ
れ
て
い
た
牌

(憲
牌

・令
牌
な
ど
と
称
さ
れ
る
)

の
み
が
用
い
ら
れ
た
。

案
査
　
保
存
書
類
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
の
意
。
本
件
に
関
連
し
た
事
件
や
過
去
の

類
似

の
事
例
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
記
述
す
る
と
き
前
置
き
と
す
る
語
。

ひ

き

つ
づ
い
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
が
ら
に
は
確
実
な
文
書
的
根
拠
が
あ
る
、
と
い

う
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
明
示
す
る
作
用
を
も

つ
。
文
章

の
末
尾

に
「在
案
」
「
去

後
」
な
ど
記
述
が
い
っ
た
ん
終
了
し
た
こ
と
を
示
す
語
句
を
伴
う
こ
と
が
あ
る
。

「案
査
万
暦
二
十
九
年
稿
開
、
該
国
進
貢
方
物
、
通
国
印
結
及
世
子
特
具
表
文

奏
請
承
襲
。
聖
旨
下
部
、
本
部
査
例
具
題
冊
封
。
此
該
国
襲
封
之
旧
例
也
。
」
〔〇

四
-
〇
六
〕

案
照
　
関
係
文
書
に
よ
れ
ば
、
の
意
。
本
件
に
関
連
の
あ
る
特
定
の
保
存
文
書

に

基
づ
き
、
そ
の
内
容
を
引
用
あ
る
い
は
略
記
す
る
と
き
前
置
き
と
す
る
語
。
保

存
文
書
に
つ
い
て
記
述
し
た
後
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
経
過

に
言
及
す
る
こ
と
も

あ
る
。
引
用
の
場
合
に
は
、
根
拠
と
し
た
保
存
文
書
の
件
名
や
収
受
の
日
付
、

発
文
者
、
文
書

の
種
類
を
明
示
す
る
こ
と
が
多

い
(「案
照
、
先
為
進
貢
事
。
康

煕
十

二
年
三
月
二
十
六
日
准
琉
球
国
中
山
王
世
子
尚
　
咨
開
、
…
」

〔
一
〇
-〇

四
〕)
。
こ
の
語
は
礼
部

の
咨
に
は
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
も

っ
ぱ
ら
布
政
司
と
琉

球

の
咨
の
中

に
み
ら
れ
る
。
ま
た
根
拠
と
さ
れ
る
保
存
文
書
は
咨

・
憲
牌

・
批

な
ど
種
類
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
す
べ
て
個
別
の
公
文
書

で
、
会
典
な
ど
は

含
ま
れ
て
い
な
い
。

案
呈
　
諸
官
庁
の
所
属
機
関
か
ら
そ
の
長
官
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
ず
る
官
の
決
裁



を
仰
ぐ
た
め
、
文
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

ま
た
そ
の
文
書
。
『宝
案
』
『吏
文
』

に
は
六
部

の
清
吏
司
・諸
官
庁
の
経
歴
司

の
案
呈
が
み
え
る
ほ
か
、
『万
暦
会
典
』

巻

二

一
四
、
大
理
寺
に
、
左
右
寺
か
ら
大
理
寺

へ
の
案
呈
の
例
が
あ
る
。

『宝
案
』

の
文
書
で
は
、
「
案
呈
」
は
主
と
し
て
冒
頭

・
中
間

・
末
尾

の
三
ケ

所
に
み
ら
れ
る
。
冒
頭
部

で
は
①

「
該
本
部
題
、
…
清
吏
司
案
呈
、
奉
本
部
送

△
△

(文
書
名
)
」
ま
た
は
②

「
…
清
吏
司
案
呈
、
奉
本
部
送

△
△

(文
書
名
)」

と

い
う
二
種
の
慣
用
句
的
な
文
章
に
用
い
ら
れ
る

(「奉
本
部
送
△
△
」
は
、
本

部
の
送
達
さ
れ
た
△
△
と

い
う
文
書
を
う
け
と
り
ま
し
た
、
の
意
で
、
六
部
が

収
受
し
た
文
書
を
処
理
の
た
め
担
当
の
清

吏
司
に
下
し
、
担
当
が
そ
れ
を
う
け

と

っ
た
こ
と
を
述

べ
た
文
章
で
あ
る
。
通
例

こ
の
後
に
そ
の
文
書
が
引
用
さ
れ

る
。
ま
た
文
書
名
は
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
)。
①
は
明
代
に
の
み
あ
ら
わ
れ

る
表
現
で
、
上
掲
の
本
部
の
題
奏
は
担
当

の
清
吏
司
の
案
呈
に
基
づ
く
が
、
そ

れ
は
本
部
が
先

に
下
し
た
文
書
を
う
け
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
の
意
。

こ
の
①

の
文
中

の
案
呈
は
題
奏
を
目
的
と
す
る
。
②

は
明
清

い
ず
れ
に
も
み
ら

れ
、
担
当
の
清
吏
司
が
本
部
か
ら
下
さ
れ
た
文
書

の
処
理
に
つ
き
案
呈
し
た
、

の
意
。
実
際
の
用
例

か
ら
み
て
②
の
案
呈
は
、
も

っ
ぱ
ら
六
部
が
収
受
し
た
文

書
の
内
容
を
他
の
機
関
に
通
知
す
る
た
め

の
も
の
で
あ
り
、
本
文
書
の
発
出
を

目
的
と
す
る
、
と
い
え
る
。

中
間

・
末
尾
に
お
い
て
は

「案
呈
到
部
」

の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
。
担
当

の

清
吏
司
が
部
の
長
官

に
案
呈
し
た
、
の
意

で
あ
る
。
①

の
案
呈
で
は
、
文
書

の

中
間
部
、
上
奏
さ
れ
た
題
本

の
引
用
文

の
真
ん
中
あ
た
り
に
こ
の
句
が
お
か
れ
、

以
下
の
案
呈

の
中
核
を
な
す
建
議

の
文
章

(通
例

「該
本
部

(該
臣
等
)
看
得
」

で
始
ま
る
)
を
導
き
、
同
時
に
そ
の
部
分

の
起
点
を
明
確
に
す
る
作
用
を
す
る
。

②
の
案
呈
で
は
結
尾
の
文
章

の
直
前
に
こ

の
句
が
お
か
れ
、
以
下
に

「擬
合
就

行
」
な
ど
で
始
ま
る
本
文
書

の
発
出
に
か
か
わ
る
文
章
を
伴
う
。
た
だ
し
こ
の

末
尾

の

「案
呈
到
部
」
は
省
略
さ
れ
て
い
る
文
書
が
多

い
。

な
お
明
代
で
は

一
つ
の
文
書

に
①
、
②

の
案
呈
が
両
方
と
も
使
わ
れ
て
い
る

こ
と
が
あ
る
が
、
清
代
で
は
②

の
み
で
あ
る

(
〔〇
五
-〇
二
〕
注

(4
)
参
照
)
。

ま
た
清
代

の
文
書
に
は
冒
頭
の
②

の
文
が
簡
略
化
さ
れ
て

「…
清
吏
司
案
呈
」

と
か
、
文
書
名
の

「礼
科
抄
出
」
だ
け
を
記
す
も
の
も
多

い
。

以
憑
察
奪
　

(…
を
提
出
す
れ
ば
)
そ
れ
に
基
づ
い
て
決
定
を
下
す
、
の
意
。
下

行
文
に
お
い
て
よ
く
指
示
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
下
級
機
関
に
対
し
て
あ

る
文
書
を
提
出
す
る
よ
う
要
求
し
、
そ
れ
が
提
出
さ
れ
た
ら
吟
味
し
た
う
え
で

決
裁
し
て
事
を
処
理
す
る
、
と
い
う
上
級
機
関
の
意
志
を
伝
え
る
慣
用
句
。
通

例
と
し
て
こ
の
句

の
直
前
に
提
出
さ
れ
る
べ
き
文
書

の
名
称
と
提
出
命
令
が
明

記
さ
れ
る
。
察
奪

の
部
分
は
し
ば
し
ば
類
似
の
語
句
と
入
れ
か
え
て
用

い
ら
れ

る
。
「奉
総
督
福
建
浙
江
部
院
王
　
憲
牌
、
本
年
閏
三
月
…
、
其
余
員
役
仍
即
遵

照
令
坐
原
船
二
隻
先
行
摘
発
、
開
駕
回
国
日
期

一
併
具
文
詳
報
、
以
憑
察
奪
。

母
違
、
等
因
。
奉
此
。
」

〔
一
一
-〇
四
〕

以
聞
　

上
言

い
た
し
ま
す
、
の
意
。
表

・
箋
の
結
語
の
常
套
句

で
、
「奉
表
以
聞
」

「奉
箋
称
賀
以
聞
」
な
ど
の
よ
う
に
用

い
る
。
な
お
奏

の
結
語
は
明
代
に
は
「謹

具
奏
聞
」
が
定
制

で
あ
り
、
『宝
案
』
の
明
代
の
奏
も
こ
れ
に
準
じ
て
以
聞
は
用

い
て
い
な
い
が
、
清
代
で
は
奏
の
結
語
を
以
聞
と
す
る
例
が
み
ら
れ
る
。

依
議
　

上
奏
し
た
提
案
ど
お
り
に
処
理
せ
よ
、
の
意
。
皇
帝

の
指
令
用
語

の

一
つ
。

上
奏
文

に
述

べ
ら
れ
た
方
策
に
対
し
て
皇
帝
が
同
意
を
与
え
る
と
き
に
用

い
る
。

依
奉
　
ご
命
令
に
よ
り
、
の
意
。
下
級
機
関
が
上
級
機
関

の
指
令
に
従

っ
て
事
を

行
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
敬
語
。
上
級
機
関

の
指
令
に
つ
い
て
記
述
し
た
後
に
、

続
い
て
下
級
機
関
の
と

っ
た
処
置

に
つ
い
て
述
べ
る
と
き
、
前
置
き
と
す
る
。



『宝
案
』
で
は
、
依
奉
は
巡
撫

・
総
督

の
指
令
を
受
け
る
と
き
に
用

い
ら
れ
、

そ
れ
よ
り
格
下

の
巡
按

・
各
道
な
ど

の
指
令
に
対
し
て
は
依
蒙
が
用

い
ら
れ
て

い
る
。
「奉
撫
院
憲
票
、
…
等
因
。
依
奉
、
該
本
司
査
照
、
…
」
〔〇
七
-
一
七
〕
、

「
又
蒙
巡
按
…
憲
牌
、
…
等
因
、
到
司
。
依

蒙
将
有
行
文
巻
発
、
…
」
〔〇
七
-
〇

九
〕

委
　
(1)
委
任
す
る
、

の
意
。
明
清
代
、
上
級

機
関
が
自
己
の
管
轄
下
の
官
吏
を
選

ん
で
、専
任
官
を
設
け
て
い
な
い
特
定
の
職
務

の
執
行
を

一
時
ま
か
せ
る
こ
と
。

『宝
案
」
で
は
貢
船
の
検
査
業
務
な
ど
に
関

し
て
用
例
が
あ
る
。
「所
有
随
帯
貢

物

・
人
数
、
即
委
都
司
劉
弘
基
等
盤
験
。
」

〔〇
五
-
〇
九
〕

(2)
た
し
か
に
、
確
実
に
、
の
意
。
「其
林
元
係
中
国
人
、
委
難
井
発
。
」
〔〇
七
-
〇

九
〕

委
官
　

委

に
同
じ
で
、
専
官
の
い
な
い
職
務

を
委
任
す
る
こ
と
。
ま
た
そ
れ
を
委

任
さ
れ
た
官
吏
。
「其
齎
解
方
物
、
照
例
?

行
委
官
、
同
彼
国
来
使
齎
進
。」
〔
一

○
-
○
五
〕

為
此
 

こ
の
た
め
に
、
右
の
件
に

つ
き
、
こ
こ
に
、
の
意
。
問
題

の
件
に
関
す
る

記
述
を
終
え
、
続

い
て
そ
の
件

に
対
し
て
自
己
の
と
る
べ
き
措
置
や
建
議

・
意

見
な
ど
を
述
べ
る
と
き
、
前
置
き
と
す
る
語
。
主
文
の
終
了
後
、
結
び
の
文
章

を
み
ち
び
く
た
め
に
用
い
る
例
が
多
い
。

為
照
 

か
ん
が
え
る
に
、

の
意
。
道
理
や
常
法
な
ど
、
誰
で
も
知

っ
て
い
る
よ
う

な
自
明
の
こ
と
が
ら
を
論
拠
と
し
て
自
己

の
見
解
を
述

べ
る
と
き
、
前
置
き
と

す
る
語
。
保
存
書
類

・
先
例
な
ど
の
特
定

の
根
拠
に
よ
ら
な
い
と
き
用
い
る
。

「為
照
、
我
国
家
威
徳
遠
被
、
四
夷
咸
賓
。
故
海
外
琉
球
諸
夷
之
向
風
者
、
不

憚
梯
山
航
海
、
稽
首
以
納
貢
。
」
〔〇
七
-
〇
四
〕

為
…
事
 

…
の
件
、
の
意
。
公
文
書

の
冒
頭
部

に
お
く
定
形
句
で
、
…
の
部
分
に

そ
の
文
書

の
内
容
の
概
略
を
記
入
し
て
、
文
書
発
行

の
目
的
を
は
じ
め
に
明
示

す
る
。
ま
た
文
中
で
個
別
の
保
存
文
書
を
引
用
す
る
と
き
な
ど
の
件
名
と
し
て

も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
「礼
部
主
客
清
吏
司
、
為
襲
爵
事
。」
〔〇
四
-
〇

一
〕
、

「
案
照
、
先
為
迎
接
天
使
事
。
准
琉
球
国
咨
称
…
」
〔〇
七
-
一
一
〕
、
「又
為
報

明
事
。
康
煕
二
十
五
年
八
月
十
二
日
奉
総
督
部
院
王
　
案
験
、
…
」

〔
一
一
-○
一
〕

移
　
(1)
同
等
機
関
に
公
文
書
を
送
る
こ
と
。
ま
た
そ
の
文
書
。
咨

・
関

・
付
文
な

ど
の
平
行
文

に
つ
い
て
用
い
る
。
「
理
合
移
咨
知
会
。」

〔〇
四
-〇
三
〕

(2)
清
代
、
平
行
文
の

一
つ
。
互

い
に
統
属
関
係

に
な

い
や
や
品
級
の
低
い
機
関

(布
政
司

・
按
察
司

・
道
以
下
)

の
間
で
交
換
す
る
文
書

(『光
緒
会
典
』
)
。

移
会
　

(1)
平
行
文
を
送

っ
て
知
ら
せ
る
こ
と
。
「仍
咨
移
会
福
建
布
政
使
司
、
転
詳

両
院
…
」
〔
一
八
-
二
四
〕

(2)
清
代
、
平
行
文
の

一
つ
。
在
京

の

一
部
の
同
等
機
関

の
間

で
用

い
る
。

移
行
　

公
文
書
を
送
る
こ
と
。

移
覆
　

平
行
文
を
送

っ
て
回
答
す
る
。

一
体
 

一
律
に
、
全
体
に
、
の
意
。
下
級
機
関
や
人
民

へ
の
通
達

・
布
告
な
ど
の

中
で
、
そ
の
文
書
の
内
容
を
関
連
の
下
級
機
関
や
人
員
の
全
員
に
、
あ
る
い
は

人
民
全
体
に
周
知
し
順
守
さ
せ
る
こ
と
を
指
示
す
る
よ
う
な
と
き
用

い
る
。
「其

暹
羅

・
交
趾
、
原

一
体
申
禁
、
無
?

・
粤
之
分
。」
〔〇
四
‐
一
二
〕

一
同
　

一
緒
に
、
ま
と
め
て
、
の
意
。
複
数
の
人
員
や
物
な
ど
を

一
ま
と
め
に
し

て
処
置
す
る
と
き
用
い
る
。
「欲
将
補
貢
方
物
、

一
同
装
運
奉
献
。」
〔
二

一
-
二

六
〕

一
併
 

一
緒
に
、
同
時
に
、
の
意
。
二
つ
以
上
の
案
件
を
同
時

に
処
理
す
る
と
き

に
用

い
る
。
「其
余
員
役
即
令
仍
坐
原
船

二
隻
先
行
摘
発
回
国
、
将
開
駕
日
期

一



併

具

文

詳

報

。
」

〔
一

一
-
〇

八
〕

印
結
 

公
印
を
押
し
た
結
の
意
か

(結
を
参

照
)
。
『宝
案
』
で
は
、
琉
球
国
王
の

冊
封
を
請
求
す
る
に
あ
た

っ
て
中
国
側
に
提
出
す
る
官
民
連
判

の
保
証
状
を
さ

し
て
、
印
信
結
状

・
印
信
甘
結

・
印
信
保
結
な
ど
と
称
す
る
が
、
略
し
て
印
結

と
い
う
こ
と
が
多
い
。
な
お
印
信
は
官
吏

の
公
印
。
印
結

の
実
例
が
〔
一
八
-
二

三
〕
〔二
〇
-
二
六
〕
〔
二

一
-
三
〇
〕
で
あ

る
。

院
 
(1)
明
代
、
巡
撫

・
巡
按

の
略
称
。
(2)
清
代
、
総
督

・
巡
撫

の
略
称
。
な
お
ω

②

い
ず
れ
の
場
合
も
二
人
あ
わ
せ
て
両
院

と
い
う
。

縁
由

(
?
)
 
由
と
同
意
で
、
原
因
、
理
由

、
子
細
、
…
の
件
、

の
意
。
ま
た
引

用
文
の
末
尾
を

「等
縁
由
」
で
く
く
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合

の
意
義

・
用

法
は

「等
因
」
と
同
じ
。
布
政
司
の
報
告
書

(呈

・
詳
)
の
引
用

に
多
く
用

い

ら
れ
、
時
に
琉
球
の
咨
に
も
用

い
る
。
な

お
?
は
由
と
同
音

で
、
明
末
の

一
時

期

に
皇
帝
の
諱
を
避
け
て
代
用
さ
れ
た
字

で
あ
る
。
「随
将
進
貢
縁
由
、
已
経
詳

報
撫
院
。」

〔〇
九
‐
一
二
〕

か

行

可
也
 

(…
す
る
の
が
)
よ
ろ
し

い
で
し
ょ
う
、
…
し
て
は
い
か
が
か
、
の
意
。

問
題
の
案
件

の
処
理
方
法
に
つ
い
て
自
己

の
意
見
を
述

べ
た
文
章
の
末
尾
に
付

加
し
て
、
婉
曲

に
許
可
を
請
求
す
る
意
を
あ
ら
わ
す
。
『宝
案
』
で
は
、
題
本
や

案
呈

の
末
尾
に
多
く
用

い
ら
れ
て
い
る
。
「該
本
部
題
、
主
客
清
吏
司
案
呈
、
…

相
応
仍
照
厳
禁
事
例
遵
行
、
無
再
議
請
、
可
也
、
等
因
。
」
〔〇
四
‐
一
二
〕

回
 

(1)

帰

る

、

帰

す

。

(2)

(文

書

で
)

回
答

す

る
。

回

答

の
文

書

(回

文

)
。

回
称
 
(1)
回
答
の
文
書

に
よ
れ
ば
、
の
意
。

以
下
に
回
答
の
文
書

の
引
用
文
を
伴

う

こ

と

が

多

い
。

「
続

拠

本

官

回

称

、

…

等

情

。

到

職

、
拠

此

。
」

〔〇

八

-
一
七

〕

(2)
派
遣
先
か
ら
帰

っ
て
き
た
者
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
の
意
。
「
三
月
二
十
日
、
卑

職
差
遣
法
司
馬
良
弼
…
去
後
。
続
拠
馬
良
弼
回
称
…
」
〔
一
八
-
〇
三
〕

回
覆

(復
)
 

(依
頼

・
請
求
の
件
に
つ
い
て
)
回
答
す
る
。
ま
た
そ
の
文
書
。

回

(廻
)
文
 

受
け
と

っ
た
文
書
に
対
す
る
返
書
。
依
頼

・
請
求
し
た
件
に
関
す

る
回
答

の
文
書
。

会
 
合
同
で
、
共
同
し
て
、

の
意
。
会
同

の
略
。
二
人
以
上
の
官
吏
が
共
同
で
事

を
行
う
と
き
、
そ
の
作
業
の
内
容
を
あ
ら
わ
す
語
に
冠
し
て
用

い
る
が
、
作
業

内
容
に
よ
り
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
や
や
変
化
す
る
。
た
と
え
ば
文
書
を
発

出
す
る
場
合
は
連
名

で
、
の
意
と
な
り
、
検
査
な
ど
の
場
合
は

一
緒

に
現
場
に

立
ち
会

っ
て
、
の
意
を
あ
ら
わ
す

(会
奏

・
会
題

・
会
勘

・
会
審
)
。

会
議
得
 

み
な
の

一
致
し
た
見
解
は
、
の
意
。
会
同
議
得
の
略
。
上
行
文
中

に
用

い
る
。
複
数

の
機
関
が
協
議
し
て
得
た
意
見
や
判
断
を
、
皇
帝
や
上
級
機
関
に

報
告
す
る
文
章

の
前
置
き
と
す
る
語
。
会
看
得

・
会
同
看
得
も
ほ
ぼ
同
じ
。

会
詳
 

連
名
で
詳

(報
告
書
)
を
上
級
機
関
に
提
出
す
る
。

会
同
 

…
と
合
同

で
、
…
と
共
同
し
て
、

の
意
。
共
同
で
事
を
行
う
者
全
員
、
ま

た
は
個
々
の
名
称
を
伴

っ
て
用
い
る
。
「該
司
、
即
会
同
按

・
都
二
司
、
海

・
兵

二
道
、
詳
加
酌
確
、
速
速
詳
報
。」

〔〇
八
-
二
二
〕

会
盤
 

合
同
で
立
ち
会

っ
て
検
査
す
る
こ
と
。
会
験
も
同
じ
。

届
 

至
る
、
お
よ
ぶ
、
達
す
る
。
ま
た
回

・
期

・
次
の
意

で
、
定
期
的
な
行
事
の

次
数
を
あ
ら
わ
す
語
。
『宝
案
』
で
は
朝
貢

の
年
次
や
季
節
風
の
時
期
を
示
す
と

き
に
用

い
ら
れ
る
。
「案
照
、
崇
禎
十

一
年
循
歳
届
及
、
擬
合
進
貢
、
不
敢
稽
遅
。
」

〔
二
〇
-
○
六
〕

届

期
 

期

限

(
に

達

す

る

)
、

期

日

(
に

な

る

)
。

届

を

参

照

。



開
 

(1)
な
ら
べ
る
、
列
記
す
る
、
書
き
出
す

(開
件
・開
載
)
。
東
南
ア
ジ
ア
関
係

の
文
書
で
は
、
礼
物

(贈
答
品
)
を
列
挙

す
る
前

に

「今
開
」
と
記
し
て
用

い

る
。

(2)
記
述
す
る
、
の
意
。
称
と
同
様
に
文
書
を
引
用
す
る
際

に
用
い
ら
れ
、
引
用

文

の
始
ま
り
を
示
す
作
用
を
は
た
す
。
用
法

と
し
て
は
、
は
じ
め
に
文
書

の
発

出
者
と
文
書
の
種
類
を
述

べ
、
続

い
て

「内
開
」
と
記
し
て
か
ら
文
章
を
引
用

し
、
最
後
に

「等
因
」
「等
情
」
な
ど
の
語
句
を
付
加
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

な
お
開
を
用
い
て
引
用
す
る
方
法
は

『宝
案
』
で
は
清
代
の
文
書
に
お
い
て
み

ら
れ
る
。
「主
客
清
吏
司
案
呈
、
奉
本
部
送

礼
科
抄
出
。
該
本
部
題
前
事
内
開
、

先
該
臣
部
具
題
…
」
〔〇
五
-
〇

一
〕

開

坐
 

列

記

す

る

、

書

き

つ
ら

ね

る
。

開

も

坐

も

と

も

に
な

ら

べ
る

、

の
意

。

開
称
 

記
述

(す
る
)。

開
立
 

文
書
を
作
成
す
る
。

解
 

警
護
し
て
送
る
、
送
り
と
ど
け
る
、

の
意
。
解
運

・解
送

・
起
解
も
同
意
で
、

人
や
物
な
ど
に
護
衛
を

つ
け
て
送
る
こ
と
を

い
う

(「但
進
貢
硫
黄
、収
候
煎
銷
、

解
部
。」
〔〇
七
‐
一
五
〕
)
。
な
お
、
公
文
書

に
付
随
し
て
人
・物
を
送
る
と
き
は

そ
の
文
書
名
を
冠
し
て
用

い
る

(咨
解

・
詳

解
)
。

該
 

(1)
上
記
の
、
そ
の
、
そ
れ
、
か
れ
、
の
意
。
前
文
に
す
で
に
記
し
た
機
関
(通

例
、
自
己
よ
り
下
級

の
も
の
)
や
人
民
、
事

物
を
さ
す
代
称
。
直
前

に
記
さ
れ

た
名
を
さ
す
こ
と
が
多

い
。
同
じ
名
を
く
り
か
え
し
て
記
す
煩
雑
さ
を
さ
け
る

た
め
の
用
法
と
考
え
ら
れ
る

(該
館

・
該
司

・
該
部

・
該
撫
)
。

(2)
当
該

の
、
あ
の
、

の
意
。
問
題

の
案
件
に
関
係
の
あ
る
機
関
な
ど
を
さ
す
代

称
。
特
に
個
別
の
名
を
あ
げ
る
ま
で
も
な

い
よ
う
な
場
合

に
用

い
る
。
前
文
に

そ
の
機
関
名
な
ど
に
関
す
る
記
載
は
な
い
。
「及
進
到
硫
黄
煎
銷
成
餅
、
差
官
解

送
南
京
該
庫
…
」
〔〇
七
-
〇
三
〕

な
お

一
般
に
該
は
機
関
な
ど
の
略
称
に
冠
し
て
用
い
ら
れ
る
が
、
(1)
の
用
法

の
と
き
稀

に

一
字

の
み
で
用

い
る
こ
と
が
あ
る

(〔〇
四
-
〇

一
〕
注

(7
)
、
〔〇

七
-
〇
九
〕
注

(39
)
参
照
)。
「
一
件
、
朝
賀
事
。
洪
煕
元
年
…
准
中
山
王
咨
、

該
、蒙
洪
煕
元
年
六
月
十
八
日
欽
差
礼
部
郎
中
?
雲
…
齎
捧
詔
書
、
到
国
開
読
。」

〔四
三
-
〇
二
〕

該
臣
 
前
記

の
も
の
、
の
意
。
題
本
に
み
ら
れ
る
用
語
。
題
本
の
提
出
者
が
前
文

に
お
い
て
す
で
に
言
及
し
た
、
自
己
よ
り
下
級
の
者
を
さ
す
と
き
に
用
い
る
代

称
。
な
お
六
部
の
題
本
中
に
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
該
臣
等
看
得

・
該
臣
等
議

得
の
該
臣
等
は
、
具
体
的
に
い
え
ば
題
本

の
冒
頭
部
に
記
載
さ
れ
た
清
吏
司
所

属
の
官
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
題
本
中
に
単

に
臣
と
あ
る
と
き
、
臣
は
そ
の
題

本

の
提
出
者

の
自
称
で
あ
り
、
該
臣
と
は
明
確

に
区
別
し
て
用

い
ら
れ
る
。

該
部
 議
奏

当
該
の
部
は
こ
の
件
に
つ
き
審
議
し
て
奏
答
せ
よ
、
の
意
。
上
奏
文

に
対
す
る
皇
帝

の
指
令
用
語
の

一
つ
。
関
係
部
局
に
上
奏
文
の
内
容
を
検
討
し

て
意
見
を
述

べ
る
よ
う
命
ず
る
と
き
に
用

い
る
。
該
部
は
六
部
の
う
ち
、
問
題

の
案
件
に
関
連

の
あ
る
職
掌
の
部
を
、
そ
の
名
を
特
定
せ
ず

に
指
示
す
る
語
。

ゆ
え
に
案
件

の
内
容
に
よ

っ
て
は

一
つ
と
は
限
ら
ず
複
数
の
部
に
下
命
さ
れ
る

場
合
も
あ
る
。

該
部
知
道
 

当
該

の
部
は
こ
の
件
を
承
知
せ
よ
、
の
意
。
上
奏
文
に
対
す
る
皇
帝

の
指
令
用
語

の

】
つ
。
関
係
部
局
に
上
奏
文
の
案
件
を
送
致
し
て
適
宜

に
処
理

さ
せ
る
と
き
用

い
る
。
該
部
は
該
部
議
奏
を
参
照
。
知
道
は
知
る
、
わ
か
る
、

理
解
す
る
、
の
意
。

該
本
部
 

上
記
の
我
が
部
、
の
意
。
六
部

の
題
本
中

に
お
い
て
そ
れ
を
提
出
し
た

部
が
用
い
る
自
称
。
該
本
部
看
得
は
看
得
を
参
照
。



甘
結
 

官
庁

に
提
出
す
る
誓
約
書
。
甘
は
万

一
誓
約
を
違
え
れ
ば
処
罰

に
甘
ん
ず

る
意
を
あ
ら
わ
す
。
『宝
案
』
で
は
印
結
と
同
じ
く
国
王
の
冊
封
を
要
請
す
る
と

き
に
添
え
る
官
民
連
判

の
保
証
状
を
さ
す

と
き
と
、
福
建

で
の
交
易

の
際
に
提

出
す
る
禁
制
品
を
携
帯
し
て
い
な
い
む
ね

の
誓
約
書
を
さ
す
と
き
に
用
い
ら
れ

て
い
る
。
「随
取
球
使
・通
事
・館
夫
出
具
並
無
夾
帯
違
禁
甘
結
前
来
、
存
案
外
、

…
」
〔
一
一
-
〇
五
〕

巻
査
 

(こ
の
件
に
つ
き
)
あ
る
文
書
を
調

べ
た
と
こ
ろ
で
は

(…
の
よ
う
な
次

第

で
あ
る
)、
の
意
。
巻
は
文
巻

(公
文
書

)
の
略
か
。
本
件
の
関
係
文
書
の
内

容
や
、
そ
れ
を
調
べ
て
得
た
事
実
な
ど
を
記
述
す
る
と
き
前
置
き
と
す
る
語
。

『宝
案
』
の
用
例
は
少
な

い
が
、
『明
清
史
料
』
の
用
例
も
含
め
て
み
る
と
前
事
・

原
行
事
理
な
ど
の
語
を
後
に
伴
う
例
が
多
く
、
本
件
と
同

一
案
件
の
特
定
の
文

書

に
も
と
づ
き
記
述
す
る
場
合
に
用
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
文
末
を
在
巻

・

去
後
で
結
ぶ
こ
と
が
多

い
。
「
巻
査
前
事
、
万
暦
四
十
年
経
奉
勅
諭
、
…
…
。
已

具
咨
文
回
覆
去
後
。
」
〔〇
七
-
一
八
〕

看
議
 

検
討
し
て
意
見
を
出
す
。
看
は
考
え

る
、

の
意
。
な
お
看
議
具
奏
は
、
上

奏
文
に
対
す
る
皇
帝
の
指
令
用
語

の

一
つ
。

看
得
 

思
う
に
、
考
え
る
に
、
の
意
。
題
本

や
上
行
文
中
に
お
い
て
、
問
題
の
案

件

の
担
当
者

の
見
解
や
処
理
方
針
な
ど
を
述

べ
る
と
き
前
置
き
と
す
る
語
。
そ

の
文
書
の
提
出
者
が
自
己
の
意
見
を
述

べ
る
場
合
は
、
看
得

の
み
を
用
い
る
こ

と
も
あ
り
、
ま
た
臣

・
該
本
部
な
ど
の
自
称
や
、
と
き
に
は
自
己
の
官
職
名

・

個
人
名
を
加
え
て
用

い
る
こ
と
も
あ
る
(「
該
本
司
左
布
政
使
朱
　
看
得
、
琉
球

各
国
使
臣
、
荷
蒙
皇
上
柔
遠
至
意
頒
賜
勅
書
…
」
〔〇
九
-
○

一
〕
)。
他
者
の
意

見
を
述

べ
る
場
合
は
、
自
己
と
区
別
し
て
必
ず
そ
の
人
物
を
さ
す
他
称
を
冠
し

て
用
い
る

(該
臣
看
得
、
該
撫
看
得
)。

勘
合
 

割
符
。
真
偽
を
判
別
す
る
た
め
の
割
印
を
押
し
た
文
書

の
総
称
。
公
文
書

の
収
発

・
税
物
の
輸
送

・
官
物
の
支
給

・
官
吏

の
公
務
出
張
な
ど
の
証
明
書
と

し
て
広
汎
に
使
用
さ
れ
た
。
〔〇
七
-
〇
八
〕

に
礼
部
か
ら
福
建
布
政
司
に
送
ら

れ
た
皆
字
勘
合
に
よ
る
照
会
の
例
が
あ
る
。

関
 

(1)
明
代
、
平
行
文
の

一
つ
。
三
品
以
下
の
同
等
機
関
の
間

で
用

い
る
。
「蒙
此
、

已
経
関
府
造
支
并
給
発
衣
被
銀
両
外
、
為
此
、
故
牒
前
去
。」
〔
一
九
-
二
三
〕

(2)
清
代
、
地
方
の
文
官
と

一
部
の
武
官
と
の
間

で
平
行
文
と
し
て
用

い
、
ま
た

一
部
の
地
方
官
が
下
行
文
と
し
て
も
用
い
た

(
『光
緒
会
典
』
)。

擬
 

(1)

お

し

は

か

る
、

な

ぞ

ら

え

る

、

の
意

。

方

策

を

建

議

し

た

り

、

法

律

の
条

文

を

あ

て

は

め

る

と

き

な

ど

に

用

い
る

。

(2)

…

す

る

つ
も

り

で

あ

る

、

の
意

。

擬
合
就
行
 

た
だ
ち
に
実
行
に
う

つ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
、
当
然
に
即
時
実
行
す
る

予
定
で
あ
る
、
の
意
。
先
に
受
け
と

っ
た
上
級
や
同
等
機
関
の
文
書
な
ど
の
引

用
文
の
直
後
に
お
か
れ
、
指
示

・
通
知
さ
れ
た
案
件
を
処
理
す
る
に
あ
た
り
、

自
分
が
こ
れ
か
ら
と
ろ
う
と
し
て
い
る
措
置
に
つ
い
て
具
体
的
に
述

べ
る
前
置

き
と
す
る
語
句
。
『宝
案
』
で
は
、
礼
部

の
咨
と
、
案
験
・憲
牌
の
末
尾

に
み
ら

れ
る
。
類
似

の
語
句
に
擬
合
通
行

・
擬
合
行
文
知
会
な
ど
が
あ
る
が
、
用
法

・

意
義
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
「万
暦
三
十

一
年
十
月
二
十
二
日
、准
琉
球
国
咨
文
、

前
事
。
咨
称
、
…
等
因
。
備
咨
到
司
。
准
此
、
已
経
備
関
福
建
按
察
司
、
将
林

元
査
照
外
、
今
准
前
因
、
擬
合
回
覆
。」

〔〇
七
-
一
〇
〕

議
 

論
議

(す
る
)。
意
見
、
主
張
。
あ
る
官
吏
が
単
独
で
自
己
の
意
見
を
述

べ
る

場
合
も
議
と
い
う
。

議
奏
 

検
討
し
て
意
見
を
ま
と
め
皇
帝

に
上
奏
す
る
。
六
部
な
ど
の
中
央
官
庁
が

行
う
。



議
得
 
考
え
る
に
、

の
意
。
題
本

の
提
出
者

が
、
自
己
や
下
級
官
庁
な
ど
の
見
解

を
記
述
す
る
と
き
に
前
置
き
と
す
る
語
。

六
部
の
題
本
中
に
用

い
ら
れ
る
と
き

は
、
該
臣
等
議
得

(担
当

の
清
吏
司

の
意
見
を
記
述
す
る
た
め
の
前
置
き
の
語
)

と
同
義

で
あ
る
こ
と
が
多

い
。
『宝
案
』
の
用
例
で
は
清
代
の
題
本

に
使
用
さ
れ

る
語
で
、
明
代
に
は
同
じ
意
味
と
用
法
で
看
得
を
用

い
た
。
な
お
会
議
得
は
複

数
の
機
関
の
合
議

の
結
論
を
記
述
す
る
と
き
用
い
ら
れ
る
。

議
覆
 
皇
帝
が
上
奏
文
中

の
案
件
の
処
理
に

つ
い
て
中
央
の
所
管
機
関
に
諮
問
し
、

そ
の
機
関
が
検
討

の
う
え
折
り
返
し
意
見

を
上
奏
す
る
こ
と
。
覆
は
く
り
か
え

す
、
回
答
す
る
、

の
意
。
議
覆
し
た
意
見

を
皇
帝
が
裁
可
し
た
場
合
、
覆
准
と

い
う
。

去
後
 

…
し
た
、
…
し
て
後
、
…
し
た
と
こ
ろ
、
(…
の
件
に
つ
い
て
は
…
の
よ
う

に
)
処
理
し
お
え
た
、
の
意
。
あ
る
問
題

に
つ
い
て
と

っ
た
対
応
策
を
述

べ
る

文
章

の
末
尾
に
お
き
、
そ
の
件
は
す
で
に
処
理
ず
み
で
あ
る
こ
と
を
示
す
語
。

そ
の
問
題
が
時
を
お
い
て
現
時
点
の
問
題

と
か
か
わ
り
を
も

つ
場
合
、
す
ぐ
後

に
続

い
て
事
態

の
展
開
を
述

べ
る
。
「該
本

司
呈
詳
、
看
得
、
脱
逃
彝
人
新
垣
・

麻
子

・
大
城
三
名
、
…
遵
即
厳
行
去
後
。
茲
拠
該
署
庁
申
、
拠
連
江
県
験
報
、

本
月
十
二
日
…
」
〔
一
一
-
〇
四
〕

拠
 

よ
る
、
根
拠
と
す
る
。
上
級
機
関
が
う

け
と

っ
た
下
級
機
関
か
ら
の
文
書

(上

行
文
)
を
引
用
す
る
と
き
に
用
い
る
語

(下
行
文
を
引
用
す
る
と
き
の
奉
、
平

行
文
を
引
用
す
る
と
き
の
准

に
同
じ
)
。

『宝
案
』
で
は
主
に
呈

・
申
な
ど
に
対

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
通
例
、
拠

の
後

に
そ
の
文
書
の
提
出
者
名
と
種
類
を

記
し
、
文
書

の
引
用
文
の
後
を

「等
情
」
「等
由
」
等
で
結
び
、
続

い
て
「到
…
」

と
文
書
の
到
着
先
を
略
称
で
示
し
、
最
後

に

「拠
此
」
と
記
す
。
「拠
此
」
は
文

書

の
引
用
の
終
り
を
明
示
す
る
と
同
時

に
、
後
続

の
文
章
を
み
ち
び
く
作
用
を

は
た
す
。
「続
拠
通
事
王
克
善
等
呈
、
乞
…
、
等
情
。
到
司
。
拠
此
、
合
就
回
覆
。」

〔〇
八
-
一
〇
〕

拠
此
 

こ
の

(文
書

の
)
趣
旨

に
よ
り
、
こ
の
件
に
つ
き
了
承
し
た
、
の
意
。
上

行
文

の
引
用
を
し
め
く
く
る
と
き
用

い
る
語
。
用
法

・
用
例
は
拠
を
参
照
。

緻
 

ひ

き

わ

た

す

、

交

付

す

る

、

納

め

る

。

(1)
人
民
か
ら
官
庁

に
、
下
級
機
関
か
ら
上
級
機
関

に
税
物

・
文
書
な
ど
を
納
付

ま
た
は
返
納
す
る
こ
と

(呈
?

・
転
?

・
回
?
)
。

(2)
上
級
機
関
が
下
級
機
関
か
ら
の
文
書

(呈

・
詳
)
に
指
令

(批
)
を
付
記
し

て
返
送
す
る
と
き
、
そ
の
指
令

の
文
末

に
記
す
語
。
明
代
で
は

「此
？
」
と
す

る
例
が
多

い
。
こ
の
語
は
す
べ
て
の
呈

・
詳
に
対
す
る
批
に
み
ら
れ
る
わ
け
で

は
な
く
、
ま
た
堂
批

(直
属
の
長
官

の
批
)
お
よ
び
上
級
機
関
が
自
ら
発
す
る

指
令
文
書

(案
験

・
憲
牌
な
ど
)
に
は
用
い
ら
れ
な
い
。

仰
 
(1)
人
民
か
ら
官
庁

へ
、
下
級
機
関
か
ら
上
級
機
関

へ
提
出
す
る
文
書
の
中
で
、

請
願

・
要
求
や
上
級
機
関

の
動
作
な
ど
に
か
か
わ
る
語
に
冠
し
て
尊
敬
や
謙
譲

の
意
を
あ
ら
わ
す
。
「伏
祈
、
貴
司
仰
体
皇
仁
、
恩
賜
優
恤
■

遠
人
、
具
詳
督
撫

両
院
、
…
」

〔二
二
‐
一
八
〕

(2)
下
行
文
中
、
何
ら
か
の
指
示
を
記
す
と
き
、
文
頭
に
用

い
て
命
令
の
意
を
あ

ら
わ
す
。
す
ぐ
後
に
指
示
を
与
え
る
べ
き
相
手

の
名
を
記
す
場
合
と
、
単
に
指

示
内
容
の
み
を
記
す
場
合
と
が
あ
る
。
『宝
案
』
で
は
、
地
方
官
の
指
令

の
冒
頭

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
着
を
参
照
。
「
仰
福
州
府
、
転
発
柔
遠
駅
、
照
例
支

給
…
」
〔〇
七
‐
一
二
〕
、
「奉
批
、
仰
候
撫
都
院
会
題
。
」
〔
一
一
-
〇
九
〕

欽
 
皇
帝
自
身

の
動
作
や
諭
旨

(命
令

・
裁
可
)

に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
が
ら
に

冠
し
て
敬
意
を
あ
ら
わ
す
。
な
お
諭
旨
や
詔
書
を
う
け
と
る
こ
と
を
欽
奉
、
皇

帝
か
ら
何
ら
か
の
恩
恵
を
受
け
た
と
き
は
欽
蒙
と
い
う
。



欽
依
　

(1)
臣
下
が
皇
帝

の
命
令

・
裁
可
に
し

た
が

っ
て
事
務
を
遂
行
す
る
場
合
に

用
い
る
。
「欽
依
頒
賜
」
〔四
三
-
〇
七
〕

(2)
皇
帝
の
命
令

・裁
可
を
婉
曲

に
さ
す
用
語

。
「煩
為
査
照
本
部
題
奉
欽
依
内
事

理
、
以
後
進
貢
人
員
…
」
〔〇
四
‐
一
二
〕。
な
お
題
奉
欽
依
は
題
本
を
皇
帝

に
提

出
し
て
得
た
裁
可

(聖
旨
)
の
こ
と
。

欽
此
　

こ
の
お
言
葉
を
頂
き
ま
し
た
、
の
意
。
こ
の
語
は
六
科

の
抄
出

(抄
出
を

参
照
)
に
付
記
す
る
皇
帝

の
旨
の
末
尾
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
公
文
書
中

の

皇
帝

の
旨
の
引
用
の
後
に
も
記
し
、
そ
の
終
結
を
示
す
。
こ
れ
に
続

い
て
欽
遵

と
記
し
て
以
下

の
文
章
を
展
開
し
て
い
く
例
が
多

い
。
な
お
旨

の
引
用
の
開
始

は
奉
旨
・奉
聖
旨
な
ど
で
あ
ら
わ
す
。
「
琉
球
国
中
山
王
世
子
尚
豊
奏
称
、
…
等

因
。
奉
聖
旨
、
礼
部
知
道
。
欽
此
。
欽
遵

抄
出
、
到
部
送
司
。
」
〔〇
四
-
〇
七
〕

ま
た
内
容
を
概
略
的
に
述

べ
る
場
合
に
は
、
欽
此
を
略
し
て
欽
遵
の
み
残
し

た
り
、
時

に
は
両
方
と
も
省
略
す
る
こ
と
が
あ
る
。
「該
臣
等
査
得
、
順
治
十

一

年
臣
部
具
題
、
査
照
…
等
因
。
奉
聖
旨
、
是
。
依
議
行
、
在
案
。」
〔〇
五
‐
一
三
〕

欽
遵
　

皇
帝

の
旨
に
し
た
が

っ
て
案
件
を
処

理
す
る
こ
と
を
い
う
語
。
以
下
に
つ

づ
い
て
実
行
す
る
事
務
に
つ
い
て
述
べ
る
用
法
と
、
欽
遵
で
文
章
を
打
ち
切
り
、

そ
の
後

の
経
過
の
記
述
は
省
略
し
て
し
ま
う
用
法
が
あ
る
。
欽
此
を
参
照
。
「煩

為
査
照
旨
内
事
理
、
欽
遵
施
行
。
」
〔〇
五
-
〇
九
〕、
「本
部
已
経
具
題
、
船
隻
因

風
閣
破
、
…
等
因
。
奉
旨
、
依
議
。
欽
此
、
欽
遵
在
案
。」

〔〇
五
-〇
七
〕

具
　
上
級
機
関
に
提
出
す
る
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
、
お
よ
び
文
書
を
作
成
し
て

上
級
機
関

に
提
出
す
る
こ
と
を
い
う

(具
詳

・
具
呈

・
具
結
)。
ま
た
皇
帝
に
題

本
を
提
出
す
る
こ
と
を
具
題
、
奏
本
を
提
出
す
る
こ
と
を
具
奏
・具
本
と
い
う
。

具
備
　

(1)
そ
な
え
る
。
用
意
す
る
。
(2)
文
書

を
作
成
す
る
こ
と
。
備
は
具
と
ほ
ぼ

同
意
で
あ
る
が
、
平
行
文

・
下
行
文
を
作
成
す
る
と
き
用
い
る
。
備
を
参
照
。

計
　

事
物
を
箇
条
書
き
に
し
て
列
記
す
る
と
き
冒
頭
に
お
く
語
。

計
開
　
左
に
列
記
す
る
、
以
下
の
と
お
り
、
の
意
。
人
名

・
物
品
を
列
挙
す
る
と

き
に
用

い
る
語
。
今
開
も
計
開
と
同
様

に
用

い
る
。

計
件
　

計
開
と
ほ
ぼ
同
意
。
『宝
案
』
の
初
期
の
文
章
中
に
お
い
て
案
件
を
列
挙
す

る
と
き
に
用

い
ら
れ
て
い
る
。
「計
…
件
」
の
よ
う
に
中
間
に
合
計
件
数
を
は
さ

ん
で
用

い
る
例
が
多

い
。

啓
　

(1)

申

し

上

げ

る

。

(2)

て

が

み
、

個

人

的

な
書

簡

(
〔
一
〇

-
〇

八
〕

〔
一
〇

-
〇

九

〕

な

ど

)
。

(3)
啓
本
。
皇
太
子

・
諸
王
に
提
出
す
る
文
書
。
啓
本
を
提
出
す
る
こ
と
を
具
啓

と
い
う
。
ま
た
皇
帝
の
場
合

に
用

い
る
欽

・
聖
旨

(旨
)
の
代
わ
り
に
、
皇
太

子
・諸
王
に
対
し
て
は
敬
・令
旨

(旨
)
を
用
い
る

(「奉
旨
、
琉
球
国
差
官
…
。

該
部
知
道
。
敬
此
。
敬
遵
…
」
〔三
七
-
〇
六
〕
)。
藩
王
も
こ
れ
に
準
じ
た
も
の

と
思
わ
れ
、
靖
南
王
や
琉
球
国
王
に
対
し
て
こ
の
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
(〔
一

○
-
〇
三
〕

〔
一
八
l
一
二
〕
〔四
〇
-
〇

一
〕
な
ど
)。

敬

・
敬
此
　
啓
(3)
を
参
照
。

?
　

古
代
、
召
集

・
布
告
の
た
め
の
文
書
。
明
清
代
に
？
と
い
う
名
称
の
正
式
文

書
は
な
い
が
、
地
方

の
上
級
機
関
か
ら
下
級
機
関

へ
の
指
令
を
?
と
い
う
場
合

が
あ
る
。
指
令
を
お
く
る
こ
と
を
?
行

・
?
発
、
上
級
機
関
の
指
令
を
憲
?
な

ど
と
称
す
る
。
「
又
拠
該
司
呈
報
、
新
垣
等
…
脱
逃
縁
由
。
業
経
本
部
院
?
行
該

司
、
厳
行
通
緝
、
在
案
。
」
〔
一
一
-
〇
四
〕

結
　

証
明
書
の

一
種
。
保
証
状

・
誓
約
書
。
ま
た
結
を
作
成
し
て
保
証
、
誓
約
す

る
こ
と
。
結
を
作
成
す
る
こ
と
を
具
結
と
い
う
。

見
　

(1)

会

う

、

面

会

す

る

。

(2)

知

る

、

わ

か

る

。

(3)

現

れ

る

。

(4)

公

文

書

用

語

と

し

て

は

現

に
同

じ

で

、
げ

ん

、
と

読

み

、
今

、
現

在

の

意

。
「
見

為

礼

儀

事

」

〔
四



○

‐
一
四

〕

見
在
　

い
ま
存
在
し
て
い
る

(も
の
)
。
い
ま
実
際
に
あ
る
数
。

見
任
　

現
任
。
前
任
に
対
し
て
用
い
る
。
な

お
原
任
を
参
照
。

憲
　
皇
帝
の
任
命

に
よ
り
地
方

に
駐
す
る
高

官
に
対
し
て
、
人
民
や
下
級
官
吏
が

用

い
る
尊
称
。
地
方
の
機
関

の
公
文
書
中

に
し
ば
し
ば
用

い
ら
れ
、
上
級
機
関

の
呼
称
、
上
級
機
関
の
発
す
る
文
書
や
そ

の
行
為
を
あ
ら
わ
す
語
に
冠
し
て
敬

意
を
あ
ら
わ
す

(憲
批

・
憲
?

・
憲
断

・
憲
票
)
。

憲
台
　

皇
帝
に
任
命
さ
れ
て
地
方
に
駐
す
る
高
官
の
尊
称
。
『宝
案
』
で
は
主

に
明

代
で
は
巡
撫

・
巡
按
、
清
代
で
は
総
督

・
巡
撫
に
対
す
る
呼
称
。

憲
奪
　

ご
裁
断
、

の
意
。
上
級
機
関
の
決
裁

に
対
す
る
尊
称
。
憲
断
も
同
じ
。

憲
牌
　

下
行
文
の

一
つ
。
地
方

の
上
級
機
関

か
ら
下
級
機
関

へ
発
出
す
る
指
令
文

書
。
牌
が
本
来

の
文
書
名
で
、
そ
れ
に
憲

(上
官

へ
の
尊
称
)
を
冠
し
た
呼
称

で
あ
る
。
『宝
案
』
で
は
巡
撫

・
巡
按

・
総

督
の
も
の
が
多

い
が
、
按
察
司

・
道

の
憲
牌
の
例
も
み
ら
れ
る

(〔〇
八
I
一
七
〕
)。
な
お
牌
を
参
照
。

原
　

本
来
の
、
も
と
も
と
の
、
最
初
の
、
さ
き
の
、

の
意
。
な
お
文
書
の
作
成
さ

れ
た
時
点
に
お
い
て
現
に
そ
こ
に
あ
る
も

の

(人
)
や
問
題

に
さ
れ
て
い
る
事

物
な
ど
を
さ
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
「
今
将
本
国
原
行
事
件
開
坐
、
移
咨
。
」

〔〇
四
-
〇
二
〕

(こ
の
用
例

で
は
、
原
行
事
件
は
琉
球
が
今
回
文
書
で
通
知
し

て
き
た
案
件
、

の
意
)

原
行
　

さ
き
に
送
ら
れ
て
き
た
公
文
書
。
「照
依
事
理
、
査
照
原
行
、
令
夷
人
速
発

回
国
。」

〔〇
八
-
二
二
〕

原
任
　

前
職
。
あ
る
人
が
以
前

に
任
じ
て
い
た
官
職
。
こ
れ
に
対
し
て
前
任
は
、

あ
る
官
職
に
以
前
に
任
官
し
て
い
た
人
物
を

い
う
。
「
原
任
福
建
撫
臣
許
孚
遠
」

〔〇
四
-
〇
四
〕

(も
と
福
建
巡
撫
で
あ

っ
た
許
孚
遠
、
の
意
)

原
船
　

そ
の
船
。
元
来
乗
り
組
ん
で
き
た
船
を
い
う
。
実
際
の
用
例
で
は
、
先
ご

ろ
到
着
し
て
現
に
入
港
し
て
い
る
船
を
さ
す
こ
と
が
多
い
。
「新
垣
等
、
附
搭
摘

回
原
船
返
国
時
、
曾
交
明
彝
官
収
管
…
」
〔
一
一
-
〇
五
〕

故
牒
　

下
行
文
の

一
つ
。
明
代

に
は
主
と
し
て
三
品
以
下
の
機
関
が
自
己
よ
り
下

級

の
機
関

へ
送
る
文
書
で
、
二
品
以
上
の
機
関

の
用
い
た
照
会

に
相
当
す
る
。

た
と
え
ば
按
察
司
か
ら
中
央
の
四
品
の
機
関
や
地
方
の
各
府

・
長
史
司

へ
、
都

察
院

か
ら
按
察
司
の
経
歴
司

へ
、
都
指
揮
司

(二
品
)
か
ら
各
衛

へ
、
各
府
か

ら
千
戸
所

へ
、
各
県
か
ら
倉
庫

・
税
課
司
等
の
雑
職
の
官

へ
な
ど
、
広
汎
に
使

用
さ
れ
た
。
『宝
案
』
で
は
福
州
府
海
防
館
か
ら
琉
球
国
長
史
司

へ
の
故
牒
の
例

〔
一
九
-
二
三
〕
が
あ
る
ほ
か
、

〔
一
九
-〇
七
〕
で
は
海
防
館

か
ら
の
故
牒
に
対

し
て
琉
球
長
史
司
が
故
牒
を
返
し
て
い
る
。

交
　

わ
た
す
、
ひ
き
わ
た
す
、
納
め
る
。
交
割
・交
納
も
ほ
ぼ
同
意
。
「
這
琉
球
国

進
到
礼
物
、
交
内
庫
察
収
。」

〔〇
五
-〇

一
〕

交
与
　

交
付
す
る
。
「其
硫
黄
、
交
与
福
建
督
撫
、
照
例
収
貯
、
…
」
〔
一
〇
-〇
五
〕

行
　
(1)
公
文
書

(を
送
る
)
。
「移
行
布
政
司
、
転
行
琉
球
国
知
会
。
」
〔〇
八
-
一
三
〕

(2)
文
書
で
下
級
機
関
に
指
示
す
る
こ
と
。
行
令
も
同
じ
。
「其
船
隻
軍
器
等
項
、

現
行
福
防
庁
選
？
、
…
」
〔
一
〇
‐
一
二
〕

(3)
行
う
、
実
行
す
る
。
ま
た
上
級
機
関
が
下
級
機
関
か
ら
の
文
書
を
か
え
す
と

き
、
実
行
を
許
す
、
実
行
せ
よ
、
と
の
意
で
文
書
に
付
記
す
る
指
示
の
語
句
。

行
移
　

公
文
書

(を
送
る
)。

行
拠
　

先
に
文
書
で
命
令
し
た
相
手
か
ら
返

っ
て
き
た
報
告
書

の
内
容
は
、
の
意
。

下
級
機
関
か
ら
の
回
答

の
文
書
を
上
級
機
関
が
引
用
す
る
と
き
用

い
る
。
こ
の

語

の
後
に
命
令
し
た
相
手
の
官
職
や
個
人
名
と
返

っ
て
き
た
文
書
の
種
類
を
記

し
、
続

い
て
内
容
を
引
用
す
る
。
な
お
類
語
と
し
て

「批
拠
」
が
あ
る
。
拠
は



上
行
文
を
引
用
す
る
と
き
の
用
語
。
「行
拠
杭
州
府
呈
称
、
又
経
取
帯
各
夷
犯
…

備
由
、
呈
解
、
到
司
。」

〔〇
七
-〇
九
〕、

「行
拠
福
州
府
海
防
館
査
詳
、
前
？
。

到
司
。
」
〔〇
八
‐
一
七
〕

行
属
　
部
下
に
文
書
で
命
ず
る
。
属
は
直
属

の
部
下
。

合
行
　

当
然
…
す
べ
き
で
あ
る
、
の
意
。
行

は
実
行
の
意
で
あ
る
が
、
特
に
強

い

意
味
は
な

い
。

一
般
に
は
下
行
文

の
末
尾

に
用
い
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、

『宝
案
』
で
は
主
と
し
て
明
代
と
清
初

の
布
政
司
の
咨
の
末
尾
に
み
ら
れ
、
ま

た
琉
球
の
咨
に
も
多
用
さ
れ
て
お
り
、
平
行
文
の
用
語
と
い
え
る
。
な
お
礼
部

の
次
口
で
は
合
行
、
合
就
に
代
る
語
と
し
て
も

っ
ぱ
ら
擬
合
就
行
を
用
い
る
。
「今

照
夷
使
回
還
、
合
行
咨
覆
。
為
此
、
備
由

移
咨
貴
国
。」

〔〇
七
-〇
六
〕

合
就
　

当
然
た
だ
ち
に
…
す

べ
き
で
あ
る
、

の
意
。
就
は
即
時
に
、
の
意
で
あ
る

が
、
特

に
強
い
意
味
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
『宝
案
』
で
は
合
行
と
全
く
同
様

に

用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
合
就
の
方
が
用
例

は
多

い
。
な
お
合
行
を
参
照
。
「今
准

前
因
、
合
就
咨
覆
。
為
此
、
備
由
移
咨
貴
国
。」

〔〇
七
-〇
二
〕

合
無
　

…
す
べ
き
で
あ
る
が
い
か
が
か
。
…

す
る
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
、
の
意
。

こ
の
語
の
原
義

は

「
…
す
る
の
が
よ
い
か
、
そ
れ
と
も
し
な
い
方
が
よ
い
か
」

と
い
う
選
択
疑
問
で
あ
る
が
、
下
級
機
関
が
上
級
機
関
に
自
己
の
意
見
を
具
申

す
る
た
め
の
婉
曲
表
現
と
し
て
用

い
る
。
題
本
や
上
行
文

に
用
い
ら
れ
、
文
末

に

「未
敢
檀
便
」
な
ど
謙
遜
の
意
を
あ
ら
わ
す
語
句
が
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
多

い
。
ま
た
平
行
文
に
お
い
て
文
末

に
謙
遜

の
語
句
を
伴
わ
な

い
で
用
い
る

こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
選
択
疑
問

の
意
は
失
わ
れ
て
お
り
、
前
記

の
用

法
か
ら
生
じ
た

「
…
す
る
の
が
よ
い
」
と

い
う
肯
定
的
語
感
が
強
ま

っ
て
で
き

た
派
生
的
用
法
と
考
え
ら
れ
る
。
「
合
無
照
依
前
例
、
…
給
賜
、
未
敢
檀
便
。
」

〔〇
四
-
〇

一
〕
、
「合
無
令
本
国
照
依
原
降
制
度
、
自
行
成
造
応
用
。
」
〔〇
四
-
○

二
〕
。

以

上

の
ほ

か

〔
〇

四

-
〇

五

〕

〔〇

七

-
〇

九

〕

に
例

が

あ

る

。

告
　

(1)
願
い
出
る
、
申
し
出
る
、
訴
え
る
。
人
民
が
官
庁

へ
、
官
吏
が
上
級
機
関

へ
請
願

・
申
告

・
告
訴
す
る
こ
と
。
ま
た
そ
の
文
書
。

(2)
告
示
。
(官
庁
が
)
広
く
世
間
に
知
ら
せ
る
、
ま
た
そ
の
文
書
。

告
称
　
申
告
や
請
願

の
内
容
を
引
用
す
る
と
き
の
用
語
で
、
『宝
案
』
で
は
琉
球
の

文
書
に
の
み
あ
ら
わ
れ
る
。
告

の
終
り
を

「
告
乞
施
行
」
な
ど
の
語
句

で
結
ぶ

も
の
が
多

い
が
、
告
が
口
頭
に
よ
る
か
文
書

に
よ
る
か
は
明
確
で
な
い
。
告
を

う
け
る
こ
と
を
拠
で
あ
ら
わ
し
、
引
用
は

「拠

(申
告
者
名
)
告
称
…
拠
此
」

の
よ
う
に
記
す
(拠
此
の
部
分
を
得
此
、
准
此
と
す
る
こ
と
も
あ
る
)。
ま
た
拠

の
か
わ
り
に
随
拠
を
用

い
る
例
が
あ
り
、
こ
の
と
き
文
末
は
拠
此

・
得
此

・
随

此
と
す
る

(
〔
一
六
-〇
二
〕
〔
一
六
-
一
三
〕
〔
一
六
-
二

一
〕
な
ど
)
。
「近
拠
火

長
播
仲
孫
告
称
、
…
告
乞
施
行
。
得
此
、
参
照
、
本
人
係
是
欽
報
人
数
。
」
〔
一

六
-
一
九
〕

告
投
　
申
告
し
て
提
出
す
る
。
「特
遣
正
議
大
夫

・使
者

・
都
通
事
等
官
…
、
齎
咨

告
投
、
…
」
〔
二
〇
-
一
三
〕

懇
　

(1)

ね

ん

ご

ろ

に

、

切

に
。

(2)
お
願

い
す
る
。
請
願
す
る
相
手

へ
の
尊
敬
と
謙
遜
の
意
を
表
示
す
る
語
。
請

願

・
敬
意

・
謙
遜
な
ど
を
あ
ら
わ
す
他
の

一
字
と
組
み
合
わ
せ
て
使
う
例
が
多

く
、
『宝
案
』
で
は
琉
球
の
文
書
に
よ
く
使
わ
れ
る
。
「伏
懇
聖
恩
、
乞
体
万
暦

七
年
父
王
尚
永
事
例
」

〔〇
四
-〇
四
〕、
「陳
請
懇
乞
、
皇
上
俯
念
蟻
誠
不
棄
芹

献
、
准
依
旧
制
、
復
三
年
両
貢
之
常
期
、
…
」

〔〇
四
-〇
九
〕



さ

行

査
　

調
査
す
る
、
検
査
す
る
。

一
字

の
み
で
文
頭
に
用

い
ら
れ
る
と
き
は
、
調

べ

に
よ
れ
ば
、
の
意
で
、
以
下
に
述

べ
る
内
容
は
問
題
の
案
件
に
関
連
す
る
法
律

の
条
項

・
保
存
書
類

・
明
白
な
事
実
な
ど

の
調
査

に
基
づ
く
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。

こ
の
用
法
の
と
き
に
は
文
末
を

「在
案
」

で
結
ぶ
こ
と
が
多

い
。
ま
た
文
書
の

種
類
を
問
わ
ず
広
汎
に
用

い
ら
れ
る
。
「
査
、
康
煕
元
年
九
月
内
、
臣
部
題
覆
。

…
、
欽
遵
、
在
案
。」

〔〇
五
-〇
五
〕

査
照
　

調
べ
て
承
知
す
る
。
う
け
と

っ
た
文

書
の
内
容
を
よ
く
検
討
し
て
趣
旨
を

了
解
し
、
そ
れ
に
そ

っ
て
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
語
。
「査
照
咨
文

内
事
理
、
…
逐

一
審
究
…
備
査
的
確
明
白

回
奏
。
」
〔〇
七
-
〇
九
〕

査
照
施
行
　
平
行
文
の
末
尾
に
用
い
て
、
本

文
書
の
趣
旨
を
ご
理
解
の
う
え
事
を

処
理
さ
れ
た
い
、
と
い
う
請
求
の
意
を
あ
ら
わ
す
語
句
。

査
得
　

調
査
し
た
と
こ
ろ
、
の
意
。
官
庁

の
所
属
部
局
の
主
管

の
官
が
、
保
存
書

類
な
ど
の
調
査
結
果
に
基
づ
い
て
問
題

の
案
件
に
関
す
る
自
己
の
見
解
を
上
司

に
具
申
す
る
と
き
、
文
章
の
冒
頭
に
用
い
る
。
文
末
を

「在
案
」
で
結
ぶ
こ
と

が
あ
る
。
『宝
案
』
で
は
題
本

・
詳
に
よ
く
み
ら
れ
る
。
「前
司
呈
詳
。
査
得
、

琉
球
国
王
遣
官
毛
文
善
等
…
来
?
接
貢
。
」
〔
一
一
-
〇
九
〕、
「該
臣
等
査
得
、
順

治
十

一
年
…
、
在
案
。」

〔〇
五
-
一
三
〕

差
　

(1)
派
遣
す
る
、
の
意
。
皇
帝
や
官
庁
の
長
官
な
ど
が
官
吏
を
選
任
し
て
各
地

に
派
遣
し
、
特
定
の
職
務
を
執
行
さ
せ
る
こ
と
。
ま
た
そ
の
任
務
。
勅
命
に
よ

る
と
き
欽
差
と
い
う
。
「解
運
馬
匹
・螺
殻
等
物
、
応
差
衛
弁

一
員
領
解
。」

〔〇

九
‐
一
○
〕
、
「右
、
咨
欽
差
巡
視
」

〔
一
八
‐
一
九
〕

(2)
人
民
の
負
担
す
る
徭
役
。

差
委
　
官
吏
を
あ
る
期
間
あ
る
所

に
派
遣
し
て
公
務
を
執
行
さ
せ
る
こ
と
。
な
お

委
を
参
照
。
「其
夷
使
并
附
搭
土
夏
布
、
差
委
福
州
右
衛
百
戸
夷
大
道
伴
送
。」

〔〇
七
‐
一
四
〕

差
官
　
皇
帝
や
官
庁

の
長
官
な
ど
の
命
令
に
よ
り
各
地
に
派
遣
さ
れ
て
特
定
の
任

務
に
つ
く
官
吏
。
ま
た
差
と
同
意

で
、
官
吏
を
上
述
の
任
務

に
派
遣
す
る
こ
と
。

「已
経
差
官
百
戸
石
洪
伴
送
…
」
〔〇
七
-
〇
三
〕

在
案
　
保
存
書
類
に
上
述
の
件

の
記
録
が
あ
る
、
の
意
。
い
ま
問
題
と
さ
れ
て
い

る
　案
件

に
関
連
の
あ
る
事
件

の
保
存
書
類
の
内
容
に
つ
い
て
記
述
す
る
文
章

の

末
尾

に
記
し
て
、
そ
の
事
件
は
す
で
に
処
理
を
終
了
し
、
記
録
を
保
存
書
類
と

し
て
残
し
て
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
語
句
。
冒
頭
に
査

・
査
得

・
案
査
を
用
い

た
文
章

の
結
語
と
し
て
用

い
る
例
が
多

い
。
案
を
参
照
。
「査
得
、
会
典
開
載
琉

球
国
進
貢
年
分
…
、
在
案
。」
〔〇
五
-〇
三
〕、
「所
有

一
船
海
外
被
劫
失
去
方
物
、

業
奉
本
撫
院
具
題
、
在
案
、
…
」
〔
一
〇
-
〇
二
〕

在
巻
　

上
述
の
件

の
関
連
文
書

に
記
録
が
あ
る
、
の
意
。
冒
頭

に
巻
査
を
用
い
た

文
章

の
結
語
と
し
て
用

い
る
。
巻
査
を
参
照
。

冊
　

冊
子
、
と
じ
本
。
主
と
し
て
帳
簿

の
類
を

い
う
語
。
『宝
案
』
で
は
福
建
布
政

司
が
作
成
し
て
総
督

・
巡
撫

へ
提
出
す
る
、
琉
球
の
進
貢
船

の
乗
員

・
携
帯
す

る
銀

・
積
載
貨
物

・
防
護
用
兵
器
な
ど
の
数
を
記
す
冊

(数
冊
)
を
さ
す
こ
と

が
多
い
。
「将
官
伴

・
水
梢
員
名
、
防
船
軍
器
、
随
帯
土
産

・
銀
両
逐

一
造
冊
、

分
別
摘
回
存
留
、
附
搭
京
回
貢
使
・跟
伴
員
名
造
冊
、
呈
送
憲
台
、
…
」

〔
一
一

-〇
九
〕

?↓

ト

ウ

参
　

弾
劾
す
る
。
六
科

・
都
察
院

・
按
察
司
は
諸
官
庁

・
官
吏

の
監
察
を
行
い
、



違
法
な
ど
の
こ
と
が
あ
れ
ば
随
時
弾
劾
す

る
権
限
を
持

っ
て
い
た
。
奏
本
で
弾

劾
す
る
こ
と
を
参
奏
、
題
本
で
弾
劾
す
る
こ
と
を
題
参
と
い
う
。

司
　
末
尾
が
司
で
終
る
官
庁
の
略
称
。
『宝
案
』
で
は
礼
部

の
主
客
清
吏
司
か
福
建

布
政
司
を
さ
す
場
合
が
多
い
。
そ
の
ほ
か
に
礼
部
の
儀
制

・
精
膳

・
祀
祭
清
吏

司
、
兵
部

の
職
方
清
吏
司
、
浙
江
按
察
司
、
福
建
布
政
司
の
経
歴
司
な
ど
の
例

が
あ
る
。
ま
た
布
政
司

・
按
察
司

・
都
指
揮
司
を
あ
わ
せ
て
都
布
按
三
司

二
二

司
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
う
ち
の
二
つ
を
二
司
・布
都
二
司
な
ど
と
略
称
し
、

道

(同
項
を
参
照
)
と
あ
わ
せ
て
司
道
と
略
称
す
る
場
合
な
ど
に
用

い
る
。
ま

た

「到
司
」
は
司
と
略
称
さ
れ
る
官
庁
に
公
文
書
が
到
達
し
た
こ
と
を
あ
ら
わ

す
表
現
で
あ
る
(到
を
参
照
)。
な
お
清
吏
司

は
六
部
の
各
々
に
所
属
す
る
四
～
十

数
個
の
部
局
。
経
歴
司
は
諸
官
庁
に
置
か
れ
、
公
文
書
の
収
発
を
担
当
し
た
。

旨
　

皇
帝
の
指
示

・
命
令

の

一
つ
で
、
臣
下

の
奏
請
を
う
け
て
下
さ
れ
る
も
の
を

聖
旨
と

い
い
、
聖
旨
を
旨
と
簡
称
す
る

(
な
お
諭
を
参
照
)。
『宝
案
』
で
は
琉

球
国
王
の
奏
、
礼
部
や
福
建
巡
撫

の
題
に
対
し
て
聖
旨
が
下
さ
れ
る
例
が
多
く

み
ら
れ
る
。
臣
下
が
聖
旨
を
う
け
と
る
こ
と
を

「
(欽
)
奉
聖
旨
」
「奉
旨
」
と

表
現
し
、
ま
た
こ
れ
ら
の
聖
旨
を
引
用
す

る
際
の
前
置
き
の
用
語
と
す
る
。
聖

旨

の
引
用

の
終
結
は

「欽
此
」
で
あ
ら
わ
す

(欽
此
を
参
照
)
。
こ
の
ほ
か
皇
太

子

・
諸
王

の
指
示

・
命
令
を
令
旨
と
い
う

が
、
令
旨
も
旨
と
簡
称
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
。
『宝
案
』

で
は

〔三
七
-
〇
六
〕

に
そ
の
例
が
あ
る

(な
お
啓

・
令
を

参
照
)。

咨
　

平
行
文

の

一
つ
。
明
清
代
、
品
級
の
高

い
機
関
が
、
同
品
の
機
関
や
、
文
官

と
武
官
の
よ
う
に
互

い
に
統
属
関
係
は
な

い
が
同
格
と
み
な
さ
れ
る
機
関
と
の

間

で
用

い
た
文
書
。
明
と
清
で
は
使
用
さ
れ
る
範
囲
が
や
や
異
な
る
。

(1)
明
代
、
二
品
以
上
の
機
関
が
用

い
た
。

『宝
案
』
に
は
、
六
部
と
都
察
院
、
六

部
と
巡
撫
、
都
指
揮
司
と
布
政
司
の
間
、
お
よ
び
琉
球
国
と
礼
部
・都
指
揮
司
・

布
政
司

・
按
察
司

・
冊
封
使

・
総
鎮
の
間
で
の
使
用
例
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
う

ち
按
察
司
は
三
品
で
本
来
は
咨
を
用
い
な
い
が
、
互

い
に
上
下
関
係
を
論
ず
る

こ
と
の
で
き
な

い
朝
貢
国
と
の
通
信
に
あ
た

っ
て
、
例
外
的
に
咨
を
使
用
し
た

と
考
え
ら
れ
る

(
〔〇
七
-〇
九
〕
〔〇
七
‐
一
○
〕
)。
他

の
機
関
が
琉
球
と
の
間

で
咨
を
用
い
た
の
も
同
じ
理
由

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

(2)
清
代

に
は
使
用
範
囲
が
広
く
な
り
、
中
央
の
主
要
官
庁
や
、
地
方

の
総
督

・

巡
撫

・
布
政
司

・
按
察
司

・
道
な
ど
が
用
い
る
ほ
か
、
文
武
の
高
官

の
間
で
平

行
文
と
し
て
用

い
ら
れ
た
。
ま
た
礼
部
と
外
国
と
の
交
換
文
書
と
し
て
明
文
で

規
定
さ
れ
た

(『光
緒
会
典
』)
。

咨
呈
　
上
行
文
の

一
つ
。
(1)
明
代
、
二
品
の
機
関
が
や
や
上
級
の
機
関
に
送
る
文

書
。
具
体
的
に
は
六
部
か
ら
五
軍
都
督
府

へ
、
布
政
司
か
ら
六
部

へ
送
る
。
咨

呈
の
引
用
に
は

「准
」
を
用

い
る
。

(2)
清
代
、
直
接
統
属
関
係
に
な
い
自
己
よ
り
や
や
格
式

の
高
い
機
関

に
対
し
て

送
る
文
書

(『光
緒
会
典
』)
。

施
行
　
公
文
書
の
末
尾
の
部
分

に
お
き
、
そ
の
文
書
の
内
容

に
依
拠
し
て
事
を
処

理
す
る
よ
う
請
求
し
た
り
、
ま
た
何
ら
か
の
処
置
を
示
す
語
句
を
冠
し
て
、
そ

の
処
置
を
行
う
こ
と
を
請
求
す
る
た
め
に
用
い
る
語
。
「咨
乞
施
行
」
「査
照
施

行
」
「照
験
施
行
」
な
ど
の
よ
う
に
用
い
る
。

執
照
　
執
照
の
原
義
は
身
分
証
明
と
し
て
持
た
せ
る
、

の
意
で
、
転
じ
て
諸
官
庁

の
発
行
す
る
証
明
書

・
許
可
証

・
鑑
札
の
類
の
文
書
の
総
称
。
官
印
を
押
す
こ

と
か
ら
印
信
執
照
と
も
い
う
。
執
照
を
発
行
す
る
機
関

で
は
給
付

の
記
録
は
残

す
が
、
い
わ
ゆ
る
勘
合
の
よ
う
に
あ
ら
か
じ
め
底
簿
を
作
成
し
て
他
機
関
に
送

っ

て
お
き
、
執
照
と
照
合
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
執
照
は

一
定
の
期
限
が
過
ぎ
る



と
発
行
元
の
機
関
に
返
納

(?
・回
?
)
す

る
の
が
通
例
で
あ
る
。
『宝
案
』
の

執
照
に
つ
い
て
は

〔二
八
-
○

こ

注

(1
)
を
参
照
。

手
本
　

平
行
文

の

一
つ
。
明
代
、
諸
機
関
が
自
己
と
同
格
と
見
な
す

べ
き
相
手
と

の
連
絡
に
用
い
た
実
務
的
文
書
。
手
本
の
引
用
に
は
「准
」
を
用
い
る
。
『宝
案
』

で
は
礼
部
所
属
の
各
清
吏
司
や
行
人
司
の
問
、
礼
科
と
礼
部

の
清
吏
司
の
間
で

用
い
た
例

(〔〇
四
-
〇
四
〕
)
や
、
付
文
を
手
本
と
称
し
た
例

(〔〇
七
-
〇
八
〕
)

が
あ
る
。
ま
た

『明
清
史
料
』
の
明
末

の
文
書

に
は
、
兵
部
と
監
視
太
監

(宦

官
)
の
間
、
兵
部
所
属
の
各
清
吏
司
と
巡
按

の
間
で
の
用
例
が
多
く
み
ら
れ
る
。

清
初
に
は
中
央
官
庁
の
下
部
機
関
や
地
方

の
文
武

の
高
官
の

一
部
が
平
行
文
と

し
て
用
い
た
。

須
至
…
者
　
各
種

の
公
文
書

の
文
末
に
結
語
と
し
て
用
い
る
常
套
句
。
通
例
と
し

て
至
と
者
の
間

に
そ
の
文
書

の
正
式
名
称

を
記
す

(「須
至
咨
者
」
「須
至
照
会

者
」
)
。
語
句

の
意
味
に
つ
い
て
は
種
々
の
解
釈
が
あ
る
が
定
説
は
な
い
。
清
代

の
下
行
文
の
中

に
は
、
こ
の
語
句
の
と
こ
ろ
を
「須
△
△
」
(
△
△
の
部
分
は
文

書
の
名
称
)
と
略
記
す
る
も
の
が
あ
る

(
「須
牌
」)
。

准
　
(1)
依
拠
す
る
、
準
拠
す
る
、
の
意
。
①

同
等
機
関
か
ら
の
文
書
を
引
用
す
る

と
き
用
い
る
語
。
咨

・
関

・
牌

・
付

・
手
本

の
ほ
か
、
上
行
文
で
あ
る
咨
呈

・

牒
呈
に
つ
い
て
も
使
用
例
が
あ
る
。

一
般
的
な
用
法
は
、
准
の
後

に
う
け
と
っ

た
文
書

の
発
出
者
名
と
文
書
の
種
類
を
記

し
、
次
に

「称
」
「開
」
を
用
い
て
引

用
の
始
ま
り
を
示
す
。
引
用
文

の
末
尾
は

「
等
因
」
「等
縁
由
」
な
ど
で
結
び
、

さ
ら
に

「到
…
」
と
し
て
文
書
を
う
け
と

っ
た
機
関
を
略
称
で
示
す
。
続
い
て

「准
此
」
を
用
い
て
そ
の
後

の
処
置
に

つ
い
て
記
す
。
「准
此
」
で
引
用
を
終
え

る
こ
と
も
あ
る

(同
項
(1)
を
参
照
)。
「准
琉
球
国
咨
称
、
…
等
縁
由
。
備
咨
、

到
司
。
准
此
、
随
将
前
項
事
情
、
備
由
呈
報
…
」
〔〇
七
-
〇
六
〕
、
「康
煕
二
十

六
年
十
月
二
十

一
日
准
琉
球
国
中
山
王
尚
　

咨
開
、
…
等
因
。
到
司
、
准
此
。
」

〔
一
一
-
〇
三
〕
。
②
各
種
の
下
行
文
や
証
明
書

の
類
に
は
、
あ
て
先

の
末
尾
に

「准
此
」
と
記
す
も
の
が
あ
る

(同
項
(2)
を
参
照
)
。

(2)
ゆ
る
す
、
許
可
す
る
。
単
独
で
用
い
る
ほ
か
、
准
行

・
允
准

・
題
准

・
覆
准

な
ど
の
複
合
語
と
し
て
用
い
る
。

准
経
　

(前
掲

の
文
書
の
趣
旨
を
)
う
け
て
、
す
で
に
…
し
た
、
の
意
。
「准
此
、

曾
経
」
の
略
。
平
行
文
を
う
け
と

っ
た
後
、
そ
の
文
書
内

の
案
件
を
処
理
す
る

た
め
と

っ
た
措
置
に
つ
い
て
記
述
す
る
と
き
に
用
い
る
。
「
准
兵
部
咨
。
該
本
院

題
…
。
備
咨
、
到
院
。
准
経
案
行
按
察
司
遵
照
去
後
。」

〔〇
七
-〇
九
〕

准
行
　

実
行
を
ゆ
る
す
、
の
意
。
上
級
機
関
が
、
下
級
機
関
か
ら
提
出
さ
れ
た
文

書
中

の
提
案
や
請
求
に
対
し
て
、
同
意
や
許
可
を
与
え
る
と
き
用
い
る
語
。
布

告

・
指
示

・命
令
の
文
中

に
よ
く
み
ら
れ
る
。
「荷
蘭
国
進
貢
来
使
具
呈
、
…
乞

准
先
回
。
具
題
、
不
准
行
。
」
〔〇
六
-
○

一
〕

准
此
　
(1)

こ
の

(文
書
の
)
趣
旨
に
よ
り
、

こ
の
件
に
つ
き
了
承
し
ま
し
た
、

の

意
。
平
行
文
を
引
用
し
た
後
に
お
く
語
句
。
引
用
の
終
り
を
明
示
す
る
と
と
も

に
、
文
書
受
領
後

の
処
置
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
そ
の
件
に
関
す
る
自
己
の
見

解
な
ど
を
述
べ
る
と
き
、
後
続

の
文
章
を
円
滑
に
導
く
作
用
を
は
た
す
。
ま
た

「准
此
」

で
そ
の
文
書
に
関
す
る
記
述
を
打
ち
切
る
用
法
が
あ
り
、
清
代
に
多

く
み
ら
れ
る
。
な
お
准
を
参
照
。

(2)
上
級
機
関

か
ら
下
級
機
関

へ
の
指
令
文
書
や
、
官
庁
か
ら
人
民
な
ど

へ
発
行

さ
れ
る
身
分
証
明
書
な
ど
の
類
の
宛
先
の
末
尾

に
記
す
常
套
句
。
?
付

・
帖

・

牌

・
批
文
な
ど
に
み
ら
れ
、
『宝
案
』
で
は
符
文

・
執
照
に
用

い
ら
れ
て
い
る
。

語
の
原
義
は
、
こ
れ

(こ
の
指
示
)
に
し
た
が
え
、
の
意
で
あ
る

(『漢
語
大
詞

典
』
は

「按
照
這
様

(?
理
)
の
意
と
し
、
『福
恵
全
書
』
は

「
コ
ノ
ト
ホ
リ

ニ



セ

ヨ
」

と
解

し

て

い
る

。

同

書

、

巻

二
、

3

b

)
。

遵
　

し
た
が
う
。下
級
機
関
が
上
級
機
関

の
命
令
に
し
た
が

っ
て
事
を
行
う
こ
と
。

こ
の
語
の
あ
ら
わ
れ
る
直
前
に
、
し
た
が
う
べ
き
上
級
機
関
か
ら
の
指
令
文
書

や
そ
の
内
容

に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。

遵
経
　

上
級
機
関
か
ら
文
書
で
命
令
を
う
け
、
そ
れ
に
し
た
が

っ
て
す
で
に
行

っ

た
処
置
に
つ
い
て
記
述
す
る
と
き
、
前
置

き
と
す
る
語
。
類
語

に

「准
経
」
が

あ
り
、
平
行
文
を
う
け
た
と
き
に
用
い
る
。

遵
行
　

上
級
機
関
の
命
令

に
し
た
が

っ
て
事

を
処
理
す
る
こ
と
。
在
案
と
と
も
に

用
い
て
、
上
記
の
文
書
内
の
案
件
は
す
で

に
処
理
ず
み
で
あ
る
、
と
の
意
を
あ

ら
わ
す
こ
と
が
多

い
。
「
又
、
為
乞
循
会
典
等
事
。
康
煕
八
年
…
奉
総
督
浙
？
部

院
劉
　
憲
牌
、
…
等
因
。
遵
行
、
在
案
。」

〔〇
九
‐
一
三
〕

遵
行
間
　
ご
命
令
を
実
行
中
の
と
こ
ろ
、

の
意
。
上
級
機
関
の
指
令

に
し
た
が

っ

て
案
件
を
処
理
し
て
い
る
途
中

に
、
重
ね

て
ど
こ
か
か
ら
文
書
が
送
ら
れ
て
き

た
り
、
何
ら
か
の
事
件
が
突
発
し
た
、
と
い
う
よ
う
な
状
況
を
あ
ら
わ
す
語
句
。

上
級
機
関

へ
の
報
告
文
書
な
ど
に
用

い
ら
れ
る
。
「随
拠
該
府
呈
称
、
案
照
、
…
、

蒙
本
司
故
牒
、
…
等
因
。
遵
行
候
審
問
、
随
拠
本
府
司
獄
司
并
仁
和
県
申
報
、

…
縁
由
、
到
府
。」
〔〇
七
-
〇
九
〕

遵
照
　
官
吏
や
人
民
が
、
勅
諭

・
法
律

・
告
示
や
命
令
な
ど

に
し
た
が

っ
て
事
を

行
う
こ
と
。
公
文
書
の
末
尾
の
請
求
・命
令

の
文
章
中

に
よ
く
み
ら
れ
る
。
「煩

為
遵
照
勅
諭
、
俟
至
十
年
、
復
修
前
貢
施
行
。
」
〔〇
七
‐
一
八
〕

処
　

(…
の
)
こ
と
、

(…
の
)
件
、

の
意
。
題
本
な
ど
の
中

で
、
そ
の
時

に
問
題

と
さ
れ
て
い
る
案
件
の
内
容
を
具
体
的
に
言

い
あ
ら
わ
す
と
き

「
…
之
処
」
の

よ
う
に
用

い
る
。
「今
琉
球
国
王
請
、
■
百
五
十
人
外
、
加
添
人
数
之
処
、
応
無

庸
議
。」

〔〇
六
-
一
九
〕

所
拠
　

上
述
の
、
前
掲

の
事
由
に
よ
り
、
の
意
。
本
来
は
依
拠
す
る
と
こ
ろ
の
(
こ

と
)
、
根
拠

の
意
で
あ
る
が
、
依
拠
し
て
い
る
こ
と
が
ら
は

「所
拠
」
の
前

に
す

で
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多

い
た
め
に
、
上
述
の
、
の
意
を
あ
ら
わ
す
。

ま
た
所
以
と
同
様
に
前
文

の
内
容
を
う
け
て
文
章
を
次
に
続
け
る
作
用
を
し
て

い
る
と
解
さ
れ
る
例
も
あ
る
。
た
と
え
ば

『宝
案
』
の
符
文

・
執
照
に
み
ら
れ

る

「
所
拠
今
差
去
員
役
」
「拠
此
差
去
員
役
」
「拠
差
去
員
役
」
「今
差
員
役
」
な

ど
の
文
は
す
べ
て
同
じ
文
脈
中
に
用
い
ら
れ
た
ほ
ぼ
同
義

の
文
で
あ
り
、
こ
の

場
合
、
所
拠
は
前
文
の
内
容
を
大
ま
か
に
う
け
て
、
こ
れ
に
よ
り
、
よ

っ
て
、

の
意
を
あ
ら
わ
す
も

の
と
思
わ
れ
る
。
「琉
球
国
王
尚
豊
咨
、
差
陪
臣
…
齎
捧
表

箋
…
進
貢
、
等
因
。
到
部
。
…
所
拠
進
到
表
箋
、
相
応
転
送
…
」
〔〇
四
-
一
一
〕
、

「為
照
、
将
領
有
功
罪
。
…
其
関
係
海
防
最
重
也
。
所
拠
、
浙
省
検
獲
夷
船
、

先
該
撫
按
会
奏
各
官
功
罪
。
」
〔〇
四
-
〇
四
〕

所
在
　

あ
る
と
こ
ろ
、
居
る
と
こ
ろ
、
あ
り
か
、
場
所
。
転
じ
て
、
至
る
と
こ
ろ
、

あ
ち
こ
ち
、
の
意
。
ま
た
自
分

の
方
か
ら
み
て
相
手
の
い
る
場
所
を
さ
し
て
所

在
と
い
う
用
法
が
あ
り
、
そ
の
地
方
の
、
そ
ち
ら
の
、

の
意
。
「今
差
去
員
役
、

並
無
文
憑
、
誠
恐
所
在
官
兵
盤
験
不
便
。
」
〔
二
六
-
一
四
〕

所
有
　

あ
る
と
こ
ろ
の

(も
の
)、
持

っ
て
い
る
と
こ
ろ
の

(も
の
)。
転
じ
て
、

す
　べ
て
の
、
み
ぎ
の
、
の
意
。
「除
換
給
琉
球
国
中
山
王
世
子
尚
質
勅
印
、
及
附

搭
土
夏
布
…
兌
換
絹
帛
縁
由
、
臣
部
査
例
？
議
具
題
外
、
所
有
進
到
礼
物
、
応

交
内
庫
査
収
。
」
〔〇
五
-〇

一
〕、
「
琉
球
国
王
差
耳
目
官
…
査
収
訖
。
所
有
欽
賞

礼
物
、
特
頒
勅
諭

一
道
。
」
〔〇
五
-
一
一
〕

除
外
　

そ
の
ほ
か
(に
)
、
上
記

の
件
の
ほ
か
に
、
そ
れ
と
と
も
に
、

の
意
。
主
要

な
用
件
を
書
き
終
え
た
後
、
さ
ら
に
何
ら
か
の
件
を
付
け
加
え
て
述

べ
る
と
き
、

前
置
き
と
す
る
語
。
除
外
は

「除
…
外
」
の
…
の
部
分
の
内
容
が
す
で
に
前
文



に
記
述
さ
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
容
易

に
推
測
で
き
る
た
め
に
省
略
さ
れ
た

も
の
で
、
「除
…
外
」
の
特
殊
な
用
法
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
「
為
此
、
除

外
附
搭
土
夏
布
二
百
匹
、
従
官
兌
換
絹
畠
、
歴
蒙
毎
貢
来
朝
賜
准
附
搭
、
著
為

永
例
。
」
〔
二
〇
-
一
三
〕

除
…
外
　

…
以
外
に
(は
)
、
…
す
る
ほ
か
、

…
す
る
と
と
も
に
、
の
意
。
あ
る
こ

と
に
関
し
て
説
明
を
付
加
す
る
た
め
の
常
套
句
。
文
書
中

の
用
件
の
処
理
に
関

す
る
情
況
や
、
派
生
的
な
問
題
な
ど
を
述

べ
、
さ
ら
に
そ
れ
に
つ
い
て
説
明
を

付
け
加
え
る
と
き
に
用
い
る
。
除
・外

の
ど
ち
ら
か
の
み
を
用

い
た
例
も
あ
る
。

な
お
こ
の
語
の
後
に
は
内
容
的
に
重
要
で
な
い
定
形
的
な
事
務
処
理
の
情
況
に

関
す
る
文
章
が
続
く
こ
と
が
よ
く
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
文
章
を
引
用
す
る
際

に
、

「除
…
外
」
で
引
用
文
を
う
ち
き
り
、
以
下

の
特
に
重
要
で
な

い
部
分
を
省
略

す
る
用
法
が
あ
る
。
「除
該
国
臣
民
結
状
、
著
令
長
史
林
国
用
、
?
行
親
齎
礼
部

投
逓
外
、
等
因
。
」
〔〇
四
-
〇
八
〕

抄
　

書
き
写
す
。
文
書

の
写
し
、
副
本
。

抄
案
　
公
文
書
を
書
き
写
す
こ
と
。
案
験
を
書
き
写
す
こ
と
を
さ
し
て
用
い
る
場

合
が
多

い
。
案
験
を
参
照
。

抄
出
　

六
科
が
上
奏
文

の
写
し
を
作
成
し
て
他
官
庁
に
送
る
こ
と
。
ま
た
そ
の
写

し
。
明
清
代
、
皇
帝

に
上
奏
さ
れ
た
奏
本

・
題
本
は
、
皇
帝
の
指
示

(旨
を
参

照
)
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
付
記
し
、
各
々
の
内
容

に
よ
り
吏
戸
礼
兵
刑
工
の
六
科

の
中
の
担
当
の
職
掌

の
科
に
わ
た
さ
れ
、

そ
の
科
に
お
い
て
写
し
を
作
成
し
て

対
応
す
る
各
部

(礼
科
な
ら
礼
部
)

へ
発
出
す
る
。
こ
れ
を
抄
出
ま
た
は
発
紗

と
い
い
、
写
し
を
…
科
抄
出

・
科
砂
と
称

す
る

(鈔
は
抄

に
同
じ
)
。

抄
照
　
抄
は
写
し
、
照
は
許
可
証
・証
明
書

の
類
を
さ
す
。
『宝
案
』
中
、
清
代
の

福
建
布
政
司
の
咨
に
頻
繁
に
使
用
さ
れ
る
語
。
琉
球
使
節

の
所
持
す
る
符
文

・

執
照
は
、
福
建
の
官
吏
が
検
認
し
て
写
し
を
作
成
す
る

(〔〇
八
-
一
七
〕
の
同

知
黄
色
中

の
呈
に
、
「其
方
物
倶
載
符
文
・執
照
、
備
抄
呈
報
」
と
あ
る
。
ま
た

高
岐

『福
建
市
舶
提
挙
司
志
』
に
も
詳
細
が
あ
る
)。
抄
照
は
実
態
と
し
て
は
こ

の
符
文

・
執
照
の
写
し
を
さ
す
。
抄
白
執
照

・
抄
白
符
文
も
こ
れ
に
同
じ

(抄

白
も
写
し
の
意
)
。
「奉
巡
撫
…
批
。
本
司
詳
、
同
前
由
。
奉
批
、
仰
候
会
題
。

仍
候
督
部
院
批
示
。
?
。
冊
・抄
照
存
。
奉
此
、
遵
行
、
在
案
。
」
〔
一
一
-
一
一
〕

抄
呈
　

「抄
案
呈
堂
」
の
略
語
。
あ
る
機
関

の
所
属
の
官
吏
が
、
上
級
機
関
の
案

験
を
書
き
写
し
、
そ
れ
を
自
己
の
所
属
す
る
機
関
の
長
官
に
提
出
す
る
こ
と
。

案
験
を
参
照
。

抄
到
　
文
書

の
写
し
が
到
着
す
る
こ
と
。
ま
た
文
書
の
写
し
を
送
達
す
る
こ
と
。

案
験
に
関
し
て
用
い
ら
れ
る
語
。

抄
粘
　
あ
る
文
書
に
他
の
文
書
な
ど
の
写
し
を
貼
付
す
る
こ
と
。

抄
部
　

「抄
出
到
部
」
の
略
語
。
六
科
の
抄
出
が
六
部

に
到
着
し
た
こ
と
を
い
う

語
。
清
代
の
文
書

に
し
ば
し
ば

み
ら
れ
る
。
抄
出
を
参
照
。

抄
蒙
　
上
級
機
関
か
ら
の
文
書

の
写
し
を
う
け
と
る
こ
と
。
案
験
な
ど
を
引
用
す

る
と
き
冒
頭
に
用
い
る
語
。
こ
の
直
後
に
文
書
の
発
出
者
名
と
文
書

の
種
類
を

記
す
。
引
用
文
の
終
り
は

「蒙
此
」
を
用
い
て
結
ぶ
。

承
此
　
下
行
文
の
引
用
の
末
尾

に
お
き
、
引
用
文
の
終
結
を
示
す
語
。
ま
た
引
用

文
の
内
容
を
う
け
、
話
題
を
次

に
転
ず
る
作
用
を
す
る
。
承
准
と
と
も
に
照
会

の
引
用

に
用
い
る
こ
と
が
多

い
。

承
准
　
(1)
下
級
機
関
が
う
け
と
っ
た
照
会
を
引
用
す
る
と
き
用
い
る
語
。
「
承
准
(発

文
者
名
)
照
会
。
…
等
因
、
承
此
」
な
ど
と
す
る
。
用
例
は
照
会
を
参
照
。

(2)
琉
球
が
中
国
の
官
庁
の
文
書
を
う
け
た
と
き
な
ど
に
、
謙
譲
の
意
を
あ
ら
わ

す
た
め
に
准
に
か
え
て
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。



称
　

の
べ
る
。
陳
述
す
る
、
記
述
す
る
。
直
前

に
文
書
名
を
伴

っ
て
、
そ
の
文
書

の
内
容
を
以
下
に
引
用
し
て
い
る
こ
と
を
明
示
す
る
用
語
。
引
用
文
の
末
尾
に

お
か
れ
る

「等
因
」
と
あ
わ
せ
て
引
用
符

の
作
用
を
す
る
。
咨
称
、
奏
称
、
題

称
な
ど
の
よ
う
に
用
い
る
。

詔
　

詔
書
。
皇
帝
が
臣
民
全
体
に
対
し
て
布

告
し
、
内
容
を
周
知
さ
せ
る
文
書
。

皇
帝
の
即
位

・
成
婚

・
皇
太
子
の
誕
生
そ

の
ほ
か
重
大
な
国
事

に
際
し
て
発
せ

ら
れ
る
。

照
　

(1)

し

ら

べ

か

ん

が

え

る
。

(2)

知

る

、

わ

か

る

。

(3)

依

拠

す

る
、

…

の

と

お

り

に
、

…

に
よ

り

。

(4)

つ
き

あ

わ

せ

る

。

(5)

証

明

書

、

許

可

証

の
類

。

(6)
世

話

す

る

。

照

依
　

依

拠

す

る
。

…

の
と

お

り

に
、

…

に

よ

り

、

の

意

。

照
会
　
下
行
文
の

一
つ
。
(1)
明
代
、
二
品
以
上
の
機
関
が
や
や
下
級

の
機
関

へ
送

る
文
書
。
具
体
的

に
は
、
五
軍
都
督
府
か
ら
六
部
、
六
部
か
ら
布
政
司
、
布
政

司
か
ら
按
察
司

へ
用
い
る
。
照
会
を
引
用
す
る
と
き
は

「承
准
」
を
用

い
る
。

な
お
承
此
を
参
照
。
「
承
准
礼
部
照
会
、
儀
制
清
吏
司
案
呈
、
…
等
因
。
承
此
、

案
照
前
事
。」

〔〇
七
-
二
二
〕

(2)
清
代
、
高
級
武
官
が
直
属
で
な

い
や
や
下
級
の
官

に
、
あ
る
い
は
総
督
が
総

兵
に
送
る
文
書

(『光
緒
会
典
』
)。
た
だ
し

『宝
案
』
に
は
康
煕
初
年
に
礼
部
か

ら
布
政
司

へ
の
照
会
の
例

〔〇
九
-
一
〇
〕
が
あ
り
、
清
初
は
ま
だ
明
制
が
残

っ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

照
験
　
(1)
明
代
、
各
種
の
公
文
書
の
末
尾
の
常
套
句

で
、
相
手

に
本
文
書

の
内
容

を
調

べ
て
確
認
す
る
こ
と
を
求
め
る
た
め

の
語

(『万
暦
会
典
』
)
。
「移
咨
、
請

照
験
施
行
。
」
〔
一
七
ー
一
二
〕

(2)
清
代
、
験

(申

の

一
種
)
の
末
尾
に
用

い
て
、
上
級
機
関

に
そ
の
内
容
の
確

認
を
請
願
す
る
た
め
の
語
。

照
行
　

そ
の
と
お
り
に
実
行
す
る
(せ
よ
)
。
上
級
機
関
が
下
級
機
関
か
ら
提
出
さ

れ
た
文
書
の
内
容
に
許
可
を
与
え
る
、
と
の
意
で
、
そ
の
文
書
に
付
記
し
て
か

え
す
批
示

(指
令
)
の
語
と
し
て
よ
く
用

い
ら
れ
る
。

照
詳
　

(1)
詳
し
く
調
べ
み
き
わ
め
る
こ
と
。
明
代
、
各
種
の
公
文
書
の
末
尾
に
用

い
、
相
手
に
本
文
書

の
内
容
を
詳
細
に
調

べ
る
こ
と
を
要
請
す
る
た
め
の
語
句
。

「呈
乞
照
詳
。」
〔〇
七
-〇
九
〕

(2)
清
代
、
詳

(申
の

一
種
)
の
末
尾
に
用

い
、
上
級
機
関

に
文
書
の
内
容
を
確

認
し
て
指
示
を
下
す
こ
と
を
請
願
す
る
た
め
の
語
。
詳
を
参
照
。

照
数
　

数
を
照
合
し
て
、
決
ま

っ
た
数
量
ど
お
り
に
、
全
額
、
の
意
。

照
得
　

ご
承
知

の
よ
う
に
、
の
意
。
特

に
、
出
典
を
示
す
ま
で
も
な
い
が
、
確
実

な
根
拠
が
あ

っ
て
事
実
を
述
べ
る
と
き
に
前
置
き
と
す
る
語
。
文
書
の
冒
頭
に

お
か
れ
る
こ
と
が
多

い
。
『宝
案
』
で
は
、
主

に
琉
球
の
遣
使
や
そ
の
到
着
後
の

経
緯
な
ど
に

つ
い
て
特
定
の
文
書
な
ど
は
引
用
せ
ず
、
既
知
の
事
実
と
し
て
述

べ
る
よ
う
な
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
皇
子
誕
生
や
冊
封
使

派
遣
に
関
し
て
用
例
が
あ
る
が
、
す
べ
て
礼
部

お
よ
び
琉
球
の
咨
の
中

に
み
ら

れ
る
。
「照
得
、
琉
球
国
王
尚

差
王
舅
呉
国
用
・紫
金
大
夫
金
正
春
等
、
恭
進

謝
恩
礼
物
来
京
。
已
経
…
」
〔〇
五
-
〇
四
〕

照

例
　

前

例

ど

お
り

に

、

い

つ
も

の
と

お

り
、

の
意

。

詳
　

上
行
文

の

一
つ
で
申

の

一
種
。
明
清
代
、
上
級
機
関

の
指
示
を
仰
ぐ
た
め
、

下
級
機
関
か
ら
提
出
さ
れ
た
報
告
の
文
書
。
上
級
機
関
は
詳
の
正
本
に
指
示
(批
)

を
付
記
し
て
も
と
の
下
級
機
関
に
返
還
し
、
副
本
に
も
同
じ
指
示
を
書
き
写
し

て
自
己
の
所
に
保
管
し
た
。
『宝
案
』
に
は
、
布
政
司
か
ら
総
督
・巡
撫

へ
の
ほ

か
、
海
防
館

・
海
防
庁
か
ら
布
政
司

・
按
察
司

・
道

へ

(〔〇
八
-
一
七
〕

〔〇
九



-
一
〇
〕
な
ど
)
、
按
察
司
か
ら
巡
撫
・巡
按

へ

(〔〇
七
-
〇
九
〕
)
の
詳

の
例
が

み
ら
れ
る
。
な
お
詳
を
提
出
す
る
こ
と
を
呈
詳
と
い
う
。
ま
た
意
見

・
提
案
を

陳
述
し
た
詳
を
看
詳

・
議
詳
、
調
査
報
告
を
査
詳
な
ど
と
内
容

に
よ
り
区
別
し

て
い
う
場
合
が
あ
る
。

詳
允
　

上
級
機
関
が
下
級
機
関

か
ら
提
出
さ
れ
た
詳

の
内
容
に
許
可
を
与
え
る
こ

と
。
申
請
に
対
す
る
許
可
。

詳
批
　

下
級
機
関
か
ら
の
詳

に
対
す
る
上
級
機
関
の
批
示

(指
示
・命
令
)。
詳
を

参
照
。

詳
覆
　

詳
を
も

っ
て
回
答
す
る
。
上
級
機
関

の
命
令
を
実
行
し
た
後
、
そ
の
こ
と

を
詳

で
報
告
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
文
書
。

詳
報
　

詳
を
も

っ
て
上
級
機
関

に
報
告
す
る
。
「仍
将
起
程

・
赴
京

・
回
国
各
日
期

詳
報
、
具
題
。」

〔
一
一
-
一
〇
〕

職
　
本
義
は
官
職
、
ま
た
貢
物
。
公
文
書
用
語
と
し
て
は
下
級
機
関
が
自
己
の
所

属
す
る
上
級
機
関
に
提
出
す
る
公
文
書

の
中
で
、
謙
譲
の
意
を
こ
め
て
用
い
る

自
称
。
「拠
福
州
府
…
同
知
黄
色
中
呈
、
拠
?
安
鎮
巡
簡
…
報
、
本
月
…
等
情
、

到
職
。
拠
此
、
具
呈
転
報
。
照
詳
、
等
縁
由
。
」
〔〇
八
-
一
七
〕

申
　
(1)
上
行
文

の

一
つ
。
①
明
代
、
主
と
し

て
地
方

の
下
級
機
関
が
自
己
の
所
属

す
る
上
級
機
関
に
提
出
し
た
文
書
。
府

・
州

・
県
や
地
方
の
雑
職
の
機
関

(倉

庫

・
司
獄

・
税
課
司

・
駅
な
ど
)
が
用
い
た
。

〔〇
七
-〇
九
〕
に
杭
州
府
司
獄

司

・
仁
和
県
か
ら
杭
州
府

へ
の
申
報

の
例
が
あ
る
。
②
清
代
、
文
官
に
お
い
て

は
、
牌
で
指
令
を
う
け
る
関
係
に
あ
る
上
級
機
関

に
対
し
て
下
級
機
関
が
提
出

す
る
文
書
。
た
と
え
ば
、
府

か
ら
布
政
司

・
按
察
司

・
道

へ
、
布
政
司

・
按
察

司

・
道
か
ら
巡
撫

へ
な
ど
に
用

い
る
。
ま
た
副
将
以
下
の
武
官
か
ら
巡
撫

へ
の

上
行
文
と
し
て
も
用

い
た

(『光
緒
会
典
』
)
。

(2)

重

ね

る
、

く

り

か
え

す
、

の
意

。
行

為

を

あ

ら

わ

す

語

に
冠

し

て
用

い
る

(申

禁

、

申

究

)
。

申
解
　

(人

・
物
品

・
書
冊
な
ど
を
)
申
に
付
し
て
送
る
。

申
?
　

申

と

と

も

に
納

め

る

。

?

は
納

め

る
、

返

す

、

の
意

。

申
報
　

上
級
機
関
に
申
を
提
出
し
て
報
告
す
る
。

臣
　
皇
帝

へ
の
上
奏
文
中

に
お
い
て
、
上
奏
文

の
提
出
者
が
用
い
る
自
称
。
な
お

「該
臣
」
と
あ
る
場
合
は
、
上
奏
文
の
提
出
者
が
自
己
よ
り
下
級
の
者
を
さ
す

た
め
に
用

い
る
他
称
で
あ
る
。

(1)
明
代
、
奏
本

・
題
本

の
提
出
者
が
文
中
で
自
己
を
さ
す
た
め
に
用

い
る
。
し

ば
し
ば
小
字

で
書
か
れ
る
。

(2)
清
代
、
題
本

・
奏
摺
な
ど
の
文
中
で
漢
人

の
官
が
用

い
る
自
称
。
な
お
満
人

の
官
は

「奴
才
」
を
自
称
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
多

い
。

随
　

(1)

た

だ

ち

に
、

即
刻

。

随

即

と

熟

し

て
用

い
る

こ

と

も

あ

る
。

(2)

付

帯

す

る

、

添

付

す

る

、

随

行

す

る

(随

身

・
随

?

・
随

同

・
随

差

)
。

ま

た

一
人

ず

つ
、

各

々

に

、

の
意

で

用

い
る

(随

給

・
随

名

)
。

随
拠
　

拠
と
ほ
ぼ
同
様

に
用
い
る
。
初
期
の
琉
球
の
文
書
に
み
ら
れ
る
用
語
で
、

前
述
の
事
由

に
よ
り
、
の
意
。
ま
た
下
級
官

の
文
書
な
ど
を
う
け
と
り
、
そ
れ

を
引
用
す
る
と
き
に
も
用
い
る
。
「随
拠
使
者
阿
蒲
察
都
、通
事
李
同
保
等
告
称
、

宣
徳
七
年
…
領
駕
到
国
、
随
此
。
参
照
前
事
、
理
合
通
行
。」

〔
一
六
-
二

一
〕、

「除
欽
遵
各
奉
領
受
外
、
今
遣
使
者
…
。
随
拠
王
相
懐
機
自
備
香
五
百
斤
…
」

〔
一
ニ
-
一
六
〕

是
　

上
奏
文

に
対
す
る
皇
帝
の
指
令
用
語
の

一
つ
。
上
奏
さ
れ
た
内
容

に
対
す
る

賛
同

・
許
可
の
意
向
を
あ
ら
わ
す
語
。

切
　
窃
に
同
じ
。



窃

(竊
)
　

ひ
そ
か
に
、
か
く
れ
て
。
公
文
書

で
、
自
己
の
意
見
を
陳
述
す
る
文

章
の
冒
頭

に
お
く
謙
辞
。
音
が
通
ず
る
た
め
、
切
と
略
記
す
る
こ
と
が
多
い
。

窃
照
、
窃
惟
、
窃
思
な
ど
の
よ
う

に
用
い
る
。
稀
に
単
独

で
用

い
る
こ
と
も
あ

る
が
、
同
じ
く
、
愚
考

い
た
し
ま
す
に
、

の
意
。

箋
　
箋
文
。
上
奏
文
の

一
つ
。
皇
后

・
皇
太
子

へ
の
上
奏
に
用
い
る
。
皇
帝

の
場

合

の
表
に
当
る
も
の
で
、
儀
礼
的
な
こ
と
が
ら
を
奏
上
す
る
た
め
に
用
い
た
(『万

暦
会
典
』
)。

前
　

(1)
前
任
の
、
の
意
。
諸
機
関

の
略
称

に
冠
し
て
用
い
る

(前
司

・
前
部
院

・

前
職
)
。
「業
経
前
司
遵
奉
部
文
、
除
赴
京

・在
?
存
留
外
、
其
余
員
役
…
」
〔
一

○
-
〇
七
〕

(2)
前
出

の
、
上
述
の
、
の
意
。
前
文
に
既

に
述
べ
た
こ
と
が
ら

(引
用
文
の
内

容

・
事
件

の
件
名
な
ど
)
に
つ
い
て
再
述

す
る
煩
雑
を
さ
け
る
た
め
の
代
替
語

と
し
て
、
前
因

・
前
情

・
前
由

・
前
事

・
前
件
な
ど
の
よ
う
に
用

い
る
。

(3)
前
進
す
る
、
行
く

(前
往

・
前
来

・
前
去

・
前
詣
)。
な
お
公
文
書
用
語
と
し

て
の
前
去

・
前
来
に
つ
い
て
は
各
項
を
参
照
。

前
因
　

前
掲
の
文
書
、
の
意
。
前
に
引
用
し

た
上
級
ま
た
は
同
等
機
関
か
ら
の
文

書
の
内
容
を
さ
す
語
。
こ
れ
ら
の
文
書
を

い
っ
た
ん
引
用
し
た
後
に
ま
た
そ
の

文
書
を
指
示
し
た
り
、
あ
る
い
は
再
び
同
文
を
引
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
、

重
複
を
さ
け
る
た
め
の
代
替
語
と
し
て
用

い
る
。
な
お
通
例
、
前
出
の
引
用
文

の
文
末
は

「等
因
」
で
結
ば
れ
て
い
る
。

「万
暦
二
十

二
年
十
二
月
十
三
日
、
准

琉
球
国
中
山
王
世
子
尚

咨
称
、
…
、
等

因
。
備
咨
、
准
此
。
…
。
今
、
准
前

因
、
合
就
咨
覆
。
為
此
、
備
由
移
咨
貴
国
。
」
〔〇
七
-
〇
二
〕
、
「案
照
、
又
為
稟

報
事
。
康
煕
二
十
四
年
五
月
二
十
七
日
、
奉
巡
撫
部
院
金
　
憲
牌
、
准
礼
部
咨
、

…
、
等
因
。
到
部
院
、
准
此
、
擬
合
就
行
。
為
此
、
備
牌
…
、
等
因
。
奉
此
。

又
為
前
事
。
奉
総
督
部
院
王
　
憲
牌
、
准
礼
部
咨
行
同
前
因
。
到
司
、
奉
此
。
」

〔
一
〇
-
一
四
〕
(こ
こ
で
は
前
因
は
、
巡
撫
の
憲
牌
中

の
礼
部

の
咨
と
同
文
が
、

総
督
の
憲
牌

に
も
引
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
)
。

前
去
　

行
く
、
出
向
く
。
(人
や
文
書
な
ど
を
)行
か
せ
る
、
送
り
出
す
。
去
と
同

意

で
、
目
的
地
に
向

っ
て
行
く
、
話

の
主
眼
で
あ
る
場
所
か
ら
遠
ざ
か
る
意
を

あ
ら
わ
す
。
な
お

『宝
案
』
で
は
、
清
代
の
礼
部

の
咨
の
末
文
に

「為
此
、
合

咨
前
去
」
と
し
て
常
套
的
に
用

い
ら
れ
て
い
る
。
「茲
因
遣
官
迎
封
、
理
合
移
咨

回
覆
。
為
此
、
備
?
前
去
。」
〔〇
八
-
〇
六
〕

前
事
　
前
記
の
件
、
前
述
の
事
情
、
の
意
。
公
文
書

の
冒
頭
な
ど
に
お
く
、
そ
の

文
書

の
扱
う
事
件

の
件
名
を
示
す

「
…
事
」
の
略
称
と
し
て
用

い
る
語
。
用
法

が
三
つ
あ
る
。

(1)
あ
る
文
書
の
中
で
、
冒
頭
に
記
し
た
も
の
と
同
じ
件
名

の
文
書
を
引
用
す
る

と
き
、
こ
の
語
を
用
い
て
引
用
文
書
の
件
名

の
代
り
と
し
、
続
い
て
そ
の
文
書

の
本
文
を
引
用
す
る
。
「福
建
等
処
承
宣
布
政
使
司
、
為
進
貢
事
。
准
琉
球
国
中

山
王
世
子
尚
　
咨
、
前
事
。
照
得
、
…
、
等
因
。
到
司
、
准
此
。
」
〔
一
〇
-〇
二
〕

(2)
ま
た
同
上
の
と
き
、

こ
の
語
を
引
用
文
書
の
内
容
全
体

の
略
称
と
す
る
。
こ

の
用
法
の
場
合
に
は
、
前
後
の
本
文
中
に
省
略
さ
れ
た
文
書
内
容
の

一
部
が
引

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多

い
。
「礼
部
、
為
進
貢
事
。
主
客
清
吏
司
案
呈
、
奉
本

(
1

)

部
送
礼
科
抄
出
。
多
羅
温
郡
王
蒙
　

等
会
議
、
題
前
事
内
開
、
礼
科
抄
出
、
礼

(
2

)

部
題
覆
。
福
建
巡
撫
許
　

題
前
事
、
等
因
。
康
煕
五
年
四
月
十
四
日
題
、
六
月

初
九
日
奉
旨
、
礼
部
知
道
、
欽
此
。
欽
遵
、
■
本
月
初
九
日
到
部
。
該
臣
等
議

(
3

)

得

、

福

建

巡

撫

許

世

昌

疏

称

、

…

」

〔
〇

五
-
〇

九

〕

(
こ

こ

で

は

(
1

)

は

(1)

、

(
2

)
は
(2)

の
用

法

で

、

(
3

)
以

下

に

省

略

さ

れ

た
(2)

の
内

容

が

引

用

さ

れ

て

い

る

)



(3)
文
書
中

に
複
数
の
事
件
を
併
記
す
る
と
き
、
そ
れ
以
下

の
記
事
の
内
容
が
冒

頭
あ
る
い
は
前
述
の
件

に
関
す
る
こ
と
を
示
す
た
め
、
「又
為
前
事
」
と
し
て
文

章
を
書
き
お
こ
す
。
「福
建
等
処
承
宣
布
政
使
司
、
為
補
貢
事
。
…
。
続
為
慶
賀

進
香
…
事
。
…
。
又
為
前
事
。
…
」
〔〇
九
‐
一
一
〕
(こ
の
場
合
は
冒
頭

の
件
名

に
同
じ
)
、
「福
建
等
処
承
宣
布
政
使
司
張
　
、
為
進
貢
事
。
…
、
准
此
。
又
為

稟
報
事
。康
煕
二
十
八
年
閏
三
月
二
十
五

日
奉
総
督
福
建
浙
江
部
院
王
　
憲
牌
。

本
年
閏
三
月
初
六
日
准
礼
部
咨
開
、
…
、
等
因
。
奉
此
。
又
為
前
事
。
奉
巡
撫

都
察
院
張
　
憲
牌
、
准
礼
部
咨
行
同
前
因
。
奉
此
。
」
〔
一
一
-〇
四
〕
(こ
の
例

で
は
前
事
は
す
ぐ
前
の

「為
稟
報
事
」
を
さ
す
)

前
情
　
前
記
の
事
情
。
前
に
引
用
さ
れ
た
下
級
機
関
や
人
民
な
ど
の
文
書
、
口
述

書
な
ど
、
文
末
を

「等
情
」

で
く
く

っ
た
文
書
の
内
容

の
代
称
と
す
る
語
。
用

法
は
前
因
に
同
じ
。

前
来
　
(1)
来
る
。

(人
や
物
な
ど
を
)
来
さ

せ
る
、
よ
こ
す
。
来

の
文
語
的
表
現
。

来
は
話

の
主
眼
と
な
る
場
所

に
近
づ
く
意

を
あ
ら
わ
す
。
ゆ
え
に
相
手
の
立
場

を
尊
重
し
て
い
う
場
合
に
は
行
く
、
行
か
せ
る
、
の
意
と
な
る
。
琉
球
の
文
書

で
中
国

に
行
く
場
合

に
し
ば
し
ば
前
来
と
称
す
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
「為

此
、
遣
使
者
・都
通
事
等
官
金
応
元
等
、
分
駕
?
船
護
送
前
来
。」
〔
一
八
‐
一
四
〕

(2)
文
書
中

で
、
同
等
あ
る
い
は
下
級
機
関

か
ら
の
文
書
が
自
己
の
所

に
到
達
し

た
こ
と
を
い
う
語
。
ま
た
同
上
の
文
書
の
引
用
文
の
後
に
付
記
し
て
、
…
と
申

し
越
し
て
い
る
、
の
意
を
あ
ら
わ
す
。
到

と
類
似
の
用
語

で
あ
る
が
、
到
は
文

書
の
到
着
し
た
機
関
の
略
称
を
後

に
伴

っ
て
用
い
、
前
来
は
単
独
で
用
い
る
。

な
お
(1)
の
用
法
と
同
じ
く
相
手
を
尊
重
し

て
い
う
場
合
に
は
、
(文
書
を
)送
る
、

差
し
出
す
、
…
と
申
し
送

っ
た
、
の
意
と
な
る
。
「茲
拠
該
庁
申
称
、
親
往
柔
遠

(
1

)

駅
、
…
。
随
取
球
使

・
通
事

・
館
夫
出
具
並
無
夾
帯
違
禁
甘
結
前
来
、
存
案
外
、

(
2
)

…
、等
由
、前
来
。
」
〔
一
一
-〇
五
〕
((1
)
は
甘
結
を
福
州
府
海
防
庁
が
受
け
と

つ

た
こ
と
を
示
す
。
(2
)
は
布
政
司
が
受
け
と

っ
た
同
庁
の
申

の
引
用
文

に
付
記

し
た
用
法
で
あ
る
)

前
由

(?
)
　
前
記
の
事
由
、
の
意
。
す
で
に
記
述
さ
れ
た
下
級
機
関
か
ら
の
文

書

の
引
用
文

(文
末
を

「等
由
」
「等
縁
由
」
で
結
ん
で
あ
る
も
の
)
の
内
容
を

さ
す
代
称
と
し
て
用

い
る
語
。
用
法
は
前
因
に
同
じ
。
な
お
？
は
由

の
代
替
字
。

疏
　

上
奏
文
の
総
称
を
奏
疏
と
い
う
。
『宝
案
』
で
は
、
疏
は
奏
本
・題
本

の
別
称

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

疏
称
　

上
奏
文
の
内
容
を
引
用
ま
た
は
概
述
す
る
と
き
用
い
る
語
。
『宝
案
』
で
は

主
に
清
代
に
、
六
部
が
そ
の
題
覆
の
中

で
自
己
の
見
解
を
述

べ
る
に
当
り
、
最

初
に
そ
の
案
件
を
提
出
し
た
上
奏
文
の
内
容
に
言
及
す
る
と
き
用
い
ら
れ
て
い

る
。
「該
本
部
題
覆
。
琉
球
国
中
山
王
尚
質
、
奏
前
事
、
等
因
。
康
煕
七
年
二
月

十
五
日
奏
…
、
欽
此
。
欽
遵
、
本
月
初
三
日
到
部
。
該
臣
等
議
得
、
琉
球
国
王

尚
質
疏
称
、
…
。
」
〔〇
五
-
一
四
〕

奏
　

奏
本
。
上
奏
文
の

一
つ
。
ま
た
奏
本
を
皇
帝
に
提
出
す
る
こ
と
。
奏
本
を
し

た
た
め
て
上
奏
す
る
こ
と
を
具
奏
、
奏
本
に
よ

っ
て
請
願
す
る
こ
と
を
奏
請
と

い
う
。

(1)
明
初
、
臣
下
の
上
奏
は
す

べ
て
奏
本
に
よ

っ
た
。
そ
の
後
中
央

の
諸
機
関
は

す
べ
て
公
事
の
上
奏
に
題
本
を
用
い
る
よ
う

に
な
り
、
奏
本
は
そ
れ
以
外
に
用

い
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
し
か
し
琉
球
は
朝
貢
国
な
の
で
題
本
を
用
い
ず
、

形
式
的
な
礼
儀
上
の
事

の
上
奏
に
は
表
本
を
用
い
、
そ
の
他
の
請
願
な
ど
の
用

件
の
上
奏

に
は
奏
本
を
用
い
た
。

(2)
清
代
、
奏
本
は
高
官
が
私
事
の
上
奏
の
た
め
用
い
、
公
事
の
上
奏

に
は
題
本

を
用
い
る
と
定
め
ら
れ
た
。
し
か
し
両
者
の
使
用
に
混
乱
を
き
た
し
た
こ
と
か



ら
、
乾
隆
十
三
年

(
一
七
四
八
)
奏
本
の
使
用
が
停
止
さ
れ
た
。
た
だ
し
朝
貢

国
は
従
前
の
と
お
り
表
本

・
奏
本
を
用
い
た
。

相
応
　

当

・
応
と
ほ
ぼ
同
意

で
、
ま
さ
に
…
す

べ
き
で
あ
る
、

の
意
。
ま
た
意
味

を
と

っ
て
、
こ
こ
に
、
右
、

こ
れ
に
よ
り

て
、
と
す
る
訓
も
あ
る
。
公
文
書

の

末
尾

に
お
い
て
、
発
文
者
が
案
件
を
結
着

さ
せ
る
た
め
に
自
己
ま
た
は
相
手

の

取
る
べ
き
処
置
に
つ
い
て
述

べ
た
文
章
に
冠
し
て
用

い
る
。

一
般

に
相
応
は
平

行
文
の
文
末
に
用

い
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
『宝
案
』
で
は
清
初
の
礼
部

の

咨
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
ほ
か
、
題

・
案

呈

・
詳

・
付
文
な
ど
に
用
い
ら
れ
て

お
り
、
上
行
文

・
平
行
文
の
区
別
な
く
用

い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
平
行
文

に
お
い
て
は
、
こ
こ
に
来
文

へ
の
回
答
を
送
る
、
と
の
意
を
あ
ら
わ
し
、
上
行

文
に
お
い
て
は
提
案

・
婉
曲
な
請
求

の
意

を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
多

い
。
同
義
の

用
語
と
し
て

「擬
合
」
「合
就
」
「合
行
」

「
理
合
」
が
あ
り
、
用
法
も
ほ
ぼ
同
じ

で
あ
る
。

送
司
　

六
部
は
他
機
関
か
ら
文
書
を
受
領
す

る
と
、
そ
れ
を
処
理
す
る
た
め
、
内

容
に
よ

っ
て
分
別
し
、
担
当

の
所
属
の
各

清
吏
司
に
下
ろ
す
。

こ
の
過
程
を
公

文
書
中

で
は
送
司
と
簡
称
す
る
。
文
書
が
六
部
に
到
着
し
た
こ
と
を
い
う

「到

部
」
と
あ
わ
せ
て
、
「到
部
送
司
」
と
し

て
用
い
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

存

文
　書
を
保
存
す
る
、
の
意
。
存
査
と
ほ
ぼ
同
意
。
下
級
機
関

へ
の
指
示
用
語

と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。

存
案
　

文
書
を

一
件
書
類
と
し
て
ま
と
め
て
保
存
す
る
。

存
査
　

公
文
書
を
後
日
の
調
査
に
資
す
る
た

め
に
保
存
す
る
こ
と
。
下
級
機
関
に

対
す
る
指
示
用
語
と
し
て
も
用

い
ら
れ
る
。
「康
煕
三
十
四
年
十
二
月
二
十
二
日

奉
総
督
福
浙
部
院
郭
　
批
。
本
司
呈
詳
、

…
等
縁
由
。
奉
批
、
仰
候
撫
院
察
核

会
題
。
?
。
冊
存
査
。
奉
此
。」

〔
一
一
-
一
一
〕

た

行

題
　

題
本
。
上
奏
文
の

一
つ
。
明
清
代
、
高
級
の
諸
機
関
が
公
事

の
上
奏
に
用

い

た
文
書
。
題
本
を
し
た
た
め
て
上
奏
す
る
こ
と
を
具
題
、
題
本
に
よ

っ
て
請
願

す
る
こ
と
を
題
請
と
い
う
。

題
准
　

上
奏
さ
れ
た
題

の
内
容
に

つ
い
て
皇
帝
が
許
可
を
与
え
る
こ
と
。

題
奏
　

題
本

で
上
奏
す
る
こ
と
。

題
覆
　

す
で
に
上
奏
さ
れ
た
案
件
に

つ
い
て
、
関
係
の
諸
機
関
が
ま
た
題
本
で
自

己
の
見
解
を
上
奏
す
る
こ
と
。
覆
は
く
り
か
え
す
、
回
答
す
る
、
の
意
。
『宝
案
』

で
は
、
琉
球
国
王
や
福
建
巡
撫
な
ど
が
奏
本

・
題
本
で
上
奏
し
た
件
に
つ
き
、

礼
部
が
題
覆
す
る
例
が
多
く
み
ら
れ
る
。

題
本
　

題
に
同
じ
。

奪
　
公
文
書
用
語
で
は
、
可
否
を
決
定
す
る
こ
と
。
上
官
の
裁
断
。
定
奪
・察
奪
・

裁
奪

・
核
奪

・
査
奪
な
ど
、
審
理

・
調
査

に
関
わ
る
語
と
あ
わ
せ
て
用
い
る
こ

と
が
多

い
。
上
行
文
で
上
級
機
関

の
裁
断
を
仰
ぐ
と
き
に
多
く
用
い
る
。
「合
将

明
父
周
応
竜
、
解
審
定
奪
。
」
〔〇
七
-
〇
九
〕

知
会
　

知
ら
せ
る
。
通
知
す
る
。
「所
有
欽
賞
礼
物
、
特
頒
勅
諭

一
道
、
相
応
知
会
。
」

〔〇
五
-
一
一
〕

知
照
　
知
ら
せ
る
。
通
知
す
る
。
承
知
さ
せ
る

(す
る
)
。
「為
此
、
仰
抄
案
回
司

着
落
当
該
官
吏
、
照
依
案
験
備
奉
欽
依
内
事
理
、
通
行
各
司

・
道
、
転
行
所
属

軍
衛

・
有
司
等
衙
門

一
体
知
照
。
」
〔〇
七
-〇
四
〕

知
道
了
　

上
奏
文

に
対
す
る
皇
帝
の
指
令
用
語
の

一
つ
。
皇
帝
が
上
奏
文
の
内
容

を
承
知
し
た
こ
と
を
示
す
。
知
道
は
知
る
、
わ
か
る
、
了
は
…
し
た
、
の
意
。



遅
？
　

お
く
れ
る
。
公
文
書
用
語
で
は
、
官

吏
が
定
め
ら
れ
た
期
限
内
に
任
務
を

完
了
で
き
な

い
こ
と
を

い
う
。
?
は
お
く
れ
る
、
誤
る
、
の
意
。

着
　
使
役

・
命
令

の
意
を
あ
ら
わ
す
語
。
著

は
同
字
。
用
法
は
二
つ
あ
る
。

(1)
…
に
…
さ
せ
る
、
の
意
。
着

の
す
ぐ
後

に
人
物

・
機
関
を
特
定
す
る
語
を
お

き
、
次
に
命
令
事
項
を
記
す
。

(2)
…
す
る
こ
と
を
命
ず
る
、
…
せ
よ
、

の
意
。
す
ぐ
後

に
命
令
す
べ
き
行
為
を

あ
ら
わ
す
語
を
お
き
、
人
物

・
機
関
名
は
記
さ
れ
な
い
。

着
は
上
級
機
関
か
ら
下
級
機
関
や
人
民

へ
の
指
示

・
命
令
文
中

に
用
い
、
同

じ
く
命
令

の
意
を
あ
ら
わ
す
語

(「仰
」
「
飭
」
な
ど
)
の
中
で
は
も

っ
と
も
意

味
が
強

い
と
さ
れ
る
。
『宝
案
』
で
は
、
着

は
も

っ
ぱ
ら
皇
帝
の
旨

の
中
で
用

い

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
他

の
機
関
は

「仰
」

「行
」
を
命
令
に
用
い
る
。
「奉
旨
、

琉
球
国
王
、
誠
謹
可
嘉
。
這
議
賞
尚
軽
。
着
再
議
具
奏
。
欽
此
。
」
〔〇
六
-〇
九
〕

着
落
　

落
ち
つ
く
。
帰
属
す
る
。
責
任
を
持

た
せ
て
や
ら
せ
る
こ
と
。
『宝
案
』
で

は
巡
撫

・
巡
按
の
案
験

の
末
尾
の
、
布
政
司

の
所
属
の
官
吏

へ
の
指
示
の
中
に

多
く
用

い
ら
れ
て
い
る
。
「為
此
、
仰
抄
案
回
司
、
着
落
当
該
官
吏
、
照
依
事
理
、

転
行
琉
球
国
知
会
施
行
、
等
因
。
」
〔〇
八
-
一
三
〕

著
　

着
と
同
字
。

牒
　

明
代
、
平
行
文
の

一
つ
。
各
府
と
王
府
長
史
司
の
間
で
用
い
た
。
『宝
案
』
に

は
琉
球
国
長
史
司
と
福
州
左
衛
指
揮

の
間
な
ど
の
用
例
が
あ
る
。
〔
一
九
-〇
三
〕

〔
一
九
-
〇
四
〕

牒
呈
　

上
行
文

の

一
つ
。
明
代
、
応
天
府

・
按
察
司
か
ら
都
指
揮
司

・
布
政
司

へ
、

各
府

か
ら
各
衛
指
揮
司
・塩
運
司

へ
提
出
す
る
等
の
文
書
。
『宝
案
』
に
は
琉
球

国
長
史
司
か
ら
福
州
府
海
防
館
あ
て
の
牒
呈

〔二
〇
-
一
一
〕
が
あ
る
。

勅
　
(1)
勅
書
。
皇
帝
が
臣
下

に
発
す
る
命
令
。
ま
た
皇
帝
が
命
令
を
下
す
こ
と
。

(2)

筋

と

通

用

し

、

戒

め

る

、

の
意

を

あ

ら

わ

す

(同

項

を
参

照

)
。

勅
諭
　

皇
帝
の
諭

(諭
を
参
照
)
。
詔
が
不
特
定
多
数

の
人
々
を
対
象
と
す
る
の
に

対
し
、勅
諭
は

一
人
な
い
し
複
数

の
特
定
の
個
人
を
対
象
と
し
て
発
せ
ら
れ
る
。

『宝
案
』
中
の
勅
諭
は

一
例

〔〇
三
-
〇
五
〕
(順
治
帝
よ
り
鄭
芝
竜

・
鄭
成
功

等

へ
の
勅
諭
)
を
除
き
、
す
べ
て
琉
球
国
王
か
世
子
に
対
す
る
も
の
で
、
そ
の

内
容
は
冊
封

・
賞
賜

・命
令

・
訓
戒
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
ま
た
勅
諭
は

「皇

帝
勅
諭

(以
下
に
授
与
さ
れ
る
人
の
官
名
や
人
名
を
明
記
)」
で
は
じ
ま
り

「故

諭
」
で
終
る
こ
と
が
多

い
が
、
『宝
案
』
の
清
代

の
勅
諭

の
中
に
は
末
尾
を

「故

勅
」
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

筋
　

戒
め
る
。
飭
令

・
飭
行
な
ど
と
し
て
用
い
て
、
命
令
す
る
、

の
意
を
あ
ら
わ

す
。

通
　

公
文
書
中
、
公
務

の
遂
行
に
関
す
る
語

に
冠
し
て
、
あ
ま
ね
く
、
す

べ
て
、

の
意
を
あ
ら
わ
す
。

通

共
　

全

部

で
。

一
緒

で
、

ま

と

め

て
。

通
行
　

(1)
関
係
機
関

の
す
べ
て
に
文
書
を
送
る
。
(2)
二
件
以
上
の
仕
事
を
あ
わ
せ

て
行
う
。
(3)
通
行
す
る
。

通
査
　

あ
る
事
件
に
関
し
て
二
つ
以
上
の
保
存
書
類
を
調
査
す
る
。

通
抄
　

二
つ
以
上
の
文
書

の
写
し
を
作
成
す
る
。

通
詳
　

同
文

の
詳
を
二
つ
以
上
の
上
級
機
関
に
同
時
に
提
出
す
る
。
詳
を
参
照
。

通
呈
　
同
文

の
文
書
を
二
つ
以
上
の
上
級
機
関

に
提
出
す
る
。

呈
　

人
民
か
ら
官
庁

へ
、
下
級
機
関
か
ら
上
級
機
関

へ
、
下
級
官
吏
か
ら
直
属
の

上
官

へ
文
書
を
提
出
す
る
こ
と
。
ま
た
そ
の
文
書
。
な
お
特
定
の
文
書
と
し
て

の
呈
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。

(1)
明
代
、
応
天
府
・
翰
林
院
等
や
按
察
司
か
ら
六
部

へ
、
都
指
揮
司
・布
政
司
・



按
察
司
か
ら
五
軍
都
督
府

へ
、
な
ど
に
用

い
る
。

(2)
清
代
、
統
属
関
係
に
あ
る
下
級
機
関
か
ら
上
級
機
関

へ
提
出
す
る
文
書
の

一

つ
。
六
科
か
ら
都
察
院

へ
、
提
督
・総
兵
か
ら
兵
部

へ
、
な
ど
に
用
い
る

(『光

緒
会
典
』)
。

呈
解
　

呈
と
と
も
に
物
や
人
な
ど
を
送
る
。

呈
詳
　
詳
を
提
出
す
る
。
詳
を
参
照
。

呈
堂
　

所
属
の
下
級
官
吏
が
堂
上
官

(長
官
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
官
)
に
文
書

を
提
出
す
る
こ
と
。
堂
を
参
照
。

呈
奉
　
上
官

に
呈
を
提
出
し
、
そ
れ
に
対
す
る
指
示
を
受
け
る
こ
と
。
堂
を
参
照
。

呈
報
　
呈
を
提
出
し
て
上
官
に
報
告
す
る
。

転
　

と
り
つ
ぐ
、
転
送
す
る
。
あ
る
機
関
が
、
他
の
機
関
か
ら
到
来
し
た
文
書
や

物
な
ど
を
、
さ
ら
に
そ
の
他

の
機
関

へ
と
り

つ
い
で
送
る
こ
と
。

転
移
　
公
文
書
を
う
け
た
機
関
が
そ
れ
を
他

機
関

へ
転
送
す
る
。
な
お
移
を
参
照
。

転
解
　

物
や
人
な
ど
を
と
り

つ
ぎ
送
る
。
解

は
護
送
す
る
。

転
緻
　

と
り
つ
い
で
わ
た
す
。
転
送
し
て
納

付
す
る
。

転
交
　

物
な
ど
を
と
り
つ
い
で
わ
た
す
。

転
行
　

文
書
を
転
送
す
る
。

転
懇
　

請
願

の
内
容
を
と
り

つ
ぐ
。

転
詳
　

詳
を
上
司

へ
と
り

つ
い
で
報
告
す
る
。
詳
を
参
照
。

転
達
　

と
り

つ
い
で
知
ら
せ
る
。

転
発
　

と
り
つ
い
で
送
る
。
発
は
送
る
の
意
。

都
院
　

清
代
、
巡
撫
の
略
称
。
撫
院

・
撫
都
院
と
も
い
う
。
巡
撫
が
都
察
院
右
副

都
御
史
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
呼
称

(部
院
を
参
照
)
。
な
お
明
代

に
は
巡

撫

の
敬
称
と
し
て
は
軍
門
都
御
史
を
用
い
た
。

到
　

他
機
関
か
ら
の
文
書
が
、
あ
る
機
関
に
到
達
し
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
語
。
直

後

に
文
書
が
到
達
し
た
機
関
や
、
そ
の
長
官
ま
た
は
文
書
を
受
け
と

っ
た
官
吏

の
自
称
を
記
し
て
、
到
部

・
到
臣

・
到
道

・
到
職
な
ど
の
よ
う
に
用

い
る
。
ま

た
琉
球
の
場
合
は
到
国
と
す
る
。
「
送
回
北
京
兵
部
差
委
錦
衣
衛
指
揮
史
世
用
呈

称
、
…
等
情
。
到
国
。
」
〔〇
七
-
〇
二
〕

等
因
　

(1)
引
用
文
の
文
末

に
お
く
語

の

一
つ
。
下
行
文

・
平
行
文

・
法
令
な
ど
を

引
用
す
る
と
き
用

い
る
。
引
用
文
の
前

に
お
く
開

・
称
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ

り
、
引
用
符

の
役
割
を
果
た
す
。
な
お
こ
の
語

に
続
い
て
下
行
文
の
場
合

に
は

「奉
此
」
「蒙
此
」
、
平
行
文
に
は

「准
此
」
と
記
す
こ
と
が
多

い
。
『吏
文
』
所

収

の
明
初
の
文
書
に
は

「等
因
」
や
そ
の
類
語

の
用
例
が
み
ら
れ
な

い
。

お
そ

ら
く
文
書
の

一
部
の
引
用

で
あ
る
と
の
意
を
あ
ら
わ
す
と
同
時
に
、
引
用
文
の

文
末
を
明
示
す
る
効
果
を
も

つ
こ
と
か
ら
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

(2)
琉
球
の
文
書

に
は
等
因

・
等
情
を
引
用
文
と
は
関
係
な
く
文
章
の
段
落

の
終

り
に
置
く
場
合
が
あ
る
が
、
特
に
意
味
は
な

い
。
巻

一
九
～
二
〇
に
多
く
み
ら

れ
る
。
〔
一
九
-
〇
五
〕
注

(10
)
参
照
。

等
縁
由

(?
)
　
引
用
文

の
文
末
に
お
く
語
の

一
つ
。
上
行
文

の
引
用
に
用
い
る
。

な
お
?
は
由
の
代
替
字
。

等
語
　
引
用
文
の
文
末

に
お
く
語

の

一
つ
。
明
代
、
上
行
文
を
引
用
す
る
と
き
に

用

い
る
。
ま
た
清
代
で
は
以
上
の
用
法

の
ほ
か
、
六
部
の
題
本

の
中
で
、
巡
撫

の
題
本

の
引
用
文

の
終
り
に
は

「等
語
」
を
お
く
の
が
通
例
で
あ
る
。

等
情
　
引
用
文
の
文
末

に
お
く
語

の

一
つ
。
上
行
文
や
、
人
民
か
ら
官
庁

へ
の
文

書
の
引
用
に
用

い
る
。
な
お
等
因
(2)
を
参
照
。

等
由
　
引
用
文
の
文
末

に
お
く
語

の

一
つ
。
上
行
文
の
引
用
に
用

い
る
。



統
　

切

に
。

願

望

、

請

求

の
意

を

あ

ら

わ

す

。

統

祈

(切

に
願

う

)
、

統

候

・
統

聴

(
…

を

待

望

す

る

。

候

・
聴

は

と

も

に
待

つ
、

の
意

)

の

よ

う

に
用

い

る

。

?
　

下

行

文

の

一
つ
。

(1)

明

代

、
?

付

の
略

称

(同

項

(1)

を

参

照

)
。

(2)
清
代
、
六
部
か
ら
順
天
府

・奉
天
府
・
太
常
寺
等

の
在
京
の
機
関
や
布
政
司
・

按
察
司
等

へ
、
都
察
院
か
ら
順
天
府

・
奉
天
府

・
六
科

へ
送
る
な
ど
に
用
い
た

(『光
緒
会
典
』
)。
な
お
清
代

に
は
?

と
?

付
は
区
別
し
て
用

い
ら
れ
た
。

?付
　

下
行
文

の

一
つ
。
(1)
明
代
、
上
級
機
関
が
統
属
関
係
に
あ
る
下
級
機
関
や

自
己
に
所
属
す
る
機
関
に
送
る
文
書
。
具
体
的
に
は
六
部
か
ら
太
常
寺
等
の
在

京

の
機
関
や
按
察
司

・
所
属
の
各
清
吏
司
等

へ
、
布
政
司

・
都
指
揮
司
か
ら
長

史
司
・所
属
の
府
州
等

へ
、
都
察
院
か
ら
監
察
御
史

(巡
按
等
)
な
ど
に
送
る
。

『宝
案
』
で
は
礼
部
か
ら
貢
使
の
伴
送
に
当
る
官
吏
の
出
張
命
令
、
都
察
院
か

ら
巡
按

へ
の
通
知
、
布
政
司
か
ら
海
防
庁

へ
の
指
令
な
ど
の
例
が
あ
る
。

(2)
清
代
、
提
督
か
ら
府

・
庁

・
州

・
県

へ
、
巡
撫
か
ら
副
将
以
下
の
武
官
な
ど

へ
送
る
文
書

(『光
緒
会
典
』
)
。

堂
　

堂
官

(堂
上
官
)
の
略
語
。
諸
官
庁
の
長
官

(ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
官
)

を
さ
す

(六
部
の
尚
書
・侍
郎
、
諸
寺
の
卿
や
、
地
方

で
は
知
府

・知
県
な
ど
)
。

『宝
案
』
で
は
、
礼
部
の
堂
官
や
布
政
司

の
長
官
に
対
す
る
使
用
例
が
み
ら
れ

る
。
堂
官
か
ら
所
属
の
官
吏
に
対
す
る
指
令
を
堂
批
と
い
い
、
所
属
の
官
吏
が

堂
官
に
呈
を
提
出
す
る
こ
と
を
呈
堂
と
い
う
。
ま
た
呈
を
堂
官
に
提
出
し
て
そ

の
指
令
を
受
け
た
と
き

「呈
奉
堂
批
」
と
称
す
る
。

道
　

分
守
道

・
分
巡
道

・
巡
海
道

・
兵
備
道

・
糧
道
な
ど
、
地
方
の
行
政
や
守
備

そ
の
他

の
業
務
を
分
掌
す
る
官

の
総
称
。
道
員
と
も

い
う
。

は

行

牌
　
(1)
官
吏
の
出
張
に
際
し
て
発
給
し
、
駅
逓

に
お
い
て
必
要
物
資
の
供
給
を
受

け
る
等
の
た
め
の
身
分
証
明
と
し
た
文
書
。
任
務
完
了
の
期
限
を
定
め
て
発
行

し
、
事
後
は
発
給
機
関

に
返
納
さ
れ
た
。

(2)
下
行
文

の

一
つ
。
明
代
に
地
方
官
が
用

い
る
よ
う
に
な

っ
た
。
憲
牌
と
称
さ

れ
る
こ
と
が
多

い
。
こ
の
ほ
か

『宝
案
』
で
は
令
牌

・
軍
令
牌
と
も
い
い
、
牌

文

〔〇

八

‐
一
七

〕
・牌

案

〔
一
〇

-
〇

四

〕
・
信

牌

〔
三

一
-

三

一
〕

と

い
う

例

も

一
つ
ず

つ
あ
る
。
使
用
者
は
巡
撫

・
巡
按

・
総
督

・
按
察
司

・
道
で
あ
る
。
『宝

案
』
中

の
牌
の
使
用
例
は
万
暦
三
十
年
が
最
も
早

い
。
そ
の
後
は
明
初
か
ら
使

用
さ
れ
て
い
た

一
種

の
指
令
文
書
で
あ
る
案
験
と
併
用
さ
れ
て
お
り
、
清
初
も

こ
れ
に
な
ら

っ
た
が
、康
煕
二
十
九
年
以
降
は
牌

の
み
し
か
み
ら
れ
な
く
な
る
。

上
級
機
関
か
ら
下
級
機
関

へ
の
指
令
文
書
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
た
。

発
　

送
り
出
す
。
派
遣
す
る
。
護
衛
を
付
け
て
送
る
。
発
往

・
発
回

・
解
発

・
打

発

・
転
発
な
ど

の
よ
う
に
用
い
る
。

煩
　
要
請

の
意
を
あ
ら
わ
す
謙
譲
語
。
請
願
の
語
と
と
も
に
用

い
る
こ
と
が
多

い

(煩
乞
・煩
請
)。
平
行
文
の
末
尾
の
、
相
手
方
に
案
件
の
善
処
を
希
望
す
る
意

向
を
伝
え
る
文
章

の
冒
頭
に
用
い
る
。

煩
為
　

煩
と
ほ
ぼ
同
意
。

盤
　

検

査

す

る
、

取

り

調

べ
る

、

の
意

(
盤

験

・
盤

詰

・
盤

阻

・
会

盤

)
。

批
　
上
級
機
関
が
下
級
機
関
に
、
官
庁
が
人
民
に
対
し
て
指
示
・命
令
す
る
こ
と
。

ま
た
そ
の
文
書
。

(1)
明
清
代
、
上
級
機
関
が
上
司
の
決
裁
を
求
め
て
下
級
機
関
よ
り
提
出
さ
れ
た



文
書

(呈

・
詳
)
に
、
可
否
の
決
裁
や
自
己

の
指
令
を
そ
の
文
書
に
付
記
し
て

も
と
の
下
級
機
関
に
返
却
し
た
。
付
記
さ
れ
た
上
司
の
指
示
を
批

・
批
示
と
い

う
。批

を
公
文
書

の
中
で
引
用
す
る
と
き
は
以
下

の
よ
う
な
特
殊
な
形
式
を
用
い

る
。
ま
ず
冒
頭
に
以
下
に
上
司
の
批
を
引
用
す
る
こ
と
を
明
示
す
る
た
め

「奉

…

(上
司
の
官
職
名
と
人
名
)
批
」
と
記
す
。
続

い
て
批
が
付
記
さ
れ
た
下
級

機
関

の
文
書
を
、
通
常
の
引
用
文
の
形
式

に
し
た
が

っ
て
引
用
す
る
。
そ
の
後

改
め
て

「奉
批
」
と
記
し
て
か
ら
上
司
の
批
の
文
章
を
引
用
し
、
最
後
に

「奉

此
」
と
し
て
引
用

の
終
結
を
示
す
。
す
な
わ
ち
冒
頭

の

「奉
…
批
」
と
中
間

の

「奉
批
」
の
問
は
下
級
機
関
か
ら
の
文
書

の
引
用
で
あ

っ
て
批
で
は
な
く
、
ま

た
前
後

の
二
つ
の

「批
」
は
同
じ
も
の
を
さ
し
て
い
る
。
な
お

〔〇
七
-
〇
五
〕

注

(3
)
を
参
照
。
「崇
禎
十
年
四
月
内
、
奉
巡
撫
福
建
都
御
史
沈
　
批
、
該
本

司
呈
、
…
、
等
縁
?
。
奉
批
、
朝
廷
許
通
貢
、
未
言
市
糸
。
…
通
牙
生
事
、
重

懲
不
貸
、
此
?
。
奉
此
。」

〔〇
八
-
二
二
〕

批
は
下
級
機
関
か
ら
の
文
書
名
を
冠
し

て
呈
批

・
詳
批
な
ど
と
表
記
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
ま
た
あ
る
機
関
の
所
属
の
官
吏
は
そ
の
長
官

の
批
を
堂
批
と
よ

ぶ

(堂
を
参
照
)。

(2)
官
吏
や
雑
役

に
従
事
す
る
人
民
に
公
用

で
出
張
を
命
ず
る
文
書
。
こ
の
場
合
、

公
文
書
中
で
は
通
例
と
し
て
批
文
と
称
す
。
文
書

・
税
物

・
人
間
な
ど
の
搬
送

や
、
犯
罪
容
疑
者
の
捜
索

・
逮
捕
を
命
ず

る
と
き
な
ど
に
用

い
る
。
批

に
よ

っ

て
出
張
を
命
ず
る
こ
と
を
批
差
と

い
う
。

『福
恵
全
書
』
巻
四
に
批
の
書
式

の
例

が
み
え
る
。

批
允
　

下
級
機
関
か
ら
の
申
請

に
対
す
る
許

可

(を
与
え
る
こ
と
)。

批
廻
　
批
回
と
も
記
す
。
地
方
か
ら
の
税
物

な
ど
を
受
領
し
た
中
央
官
庁
は
、
そ

れ
ら
を
搬
送
し
て
き
た
官
吏
な
ど
の
出
張
命
令
書

(差
批

・
解
批
等
)
に
そ
の

む
ね
を
記
載
し
て
、
出
張
の
官
吏

に
か
え
す
。
こ
れ
を
批
廻
と
い
う
。
批
廻
は

一
種
の
領
収
書
で
あ
り
、
ま
た
出
張
し
た
官
吏
が
任
務
完
了
し
て
帰
任
す
る
際

の
証
明
書

の
役
を
果
た
す
。
『宝
案
』
に
お
け
る
批
廻
の
用
法
に
つ
い
て
は

〔〇

七
-〇
三
〕
注

(7
)
を
参
照
。

批

示
　

批

(1)

に

同

じ

。

批
呈
　

下
級
機
関

か
ら
の
呈
に
対
し
て
指
令
を
与
え
る
こ
と
。

批

文
　

批

(2)

に

同

じ

。

備
　
(1)
備
え
る
、
整
え
る
、
用
意
す
る
。
同
等
ま
た
は
下
級
の
機
関
に
送
る
公
文

書
の
名
称
に
冠
し
て
、
そ
の
文
書
を
作
成
す
る
意
を
あ
ら
わ
す

(備
咨
・備
箚
・

備
牌
な
ど
)
。
ま
た
具
と
ほ
ぼ
同
意
で
あ
り
、
具
備
・備
具
と
熟
語
と
し
て
用
い

る
こ
と
が
あ
る
。

(2)

み

な

、

十

分

に

、

つ
ぶ

さ

に
、

詳

細

に
。

備
案
　

一
般
に
は
記
録
す
る
、

(書
類
を
)
受
理
す
る
、
登
録
す
る
、

の
意
と
さ
れ

る
が
、
『宝
案
』
で
は
案
験
を
作
成
す
る
、
の
意

で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

備
?
　

(物
品
を
)
調
達
す
る
、
用
意
を
整
え
る
。
?
は
す
る
、
処
理
す
る
、
準

備
す
る
、
の
意
。

備
由
　

事
の
詳
細
を
も

っ
て
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
。
由
は
事
由
の
意
。

表
　

表
文
。
上
奏
文
の

一
つ
。
定
例

の
皇
帝

の
誕
生
日

(万
寿
聖
節
)
や
元
旦

・

冬
至

(長
至
節
)
の
ほ
か
、
種
々
の
慶
事
に
当

っ
て
の
慶
賀
や
、
皇
帝

へ
の
謝

恩
な
ど
、
儀
礼
的
な
こ
と
が
ら
を
皇
帝
に
奏
上
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
(『万

暦
会
典
』
)。

票
　

下
行
文
の

一
つ
。
牌
と
ほ
ぼ
同
様
に
使
用
さ
れ
た
、
よ
り
簡
便
な
指
令
文
書
。

『宝
案
』
で
は
明
末
か
ら
用
例
が
あ
る
。
上
官

へ
の
尊
称
を
冠
し
て
憲
票
と
も



い
う

(
〔〇

七

-
一
七

〕

〔
一
九

-
〇

七

〕

〔
一
○

-
一
二

〕
)
。

稟
　

下
級
機
関
か
ら
上
級
機
関

へ
報
告

・
上
申

・
請
願
す
る
こ
と
。
ま
た
そ
の
文

書
。
た
だ
し
特
定

の
種
類
の
公
文
書
の
名

称
で
は
な
い
。
『宝
案
』
で
は
主

に
報

告
書

・
上
申
書
を
さ
す
。
稟
報

・
稟
請

・
告
稟
な
ど
の
よ
う
に
も
用
い
る
。

付
　
付
文
。
平
行
文

の

一
つ
。
六
部
内
の
各
清
吏
司
の
間
、
五
軍
都
督
府
お
よ
び

都
指
揮
司

・
布
政
司
等
の
各
房

・
科
の
間

を
往
復
す
る
官
庁
の
内
部
文
書
。
案

件
を
同

一
官
庁
内

の
担
当
ま
た
は
関
連

の
部
署

へ
ひ
き
わ
た
す
た
め
用

い
ら
れ

た
。
付
を
送
る
こ
と
を
移
付

・
開
付
と
い
う
。
な
お
房

・
科
は
官
庁
内
の
下
部

組
織
で
吏
戸
礼
兵
刑
工
の
六
房

の
ほ
か
、

勘
合
の
収
発
に
か
か
わ
る
勘
合
科
な

ど
の
例
が
あ
る

(〔〇
七
-
〇
八
〕
参
照
)。
官
庁
に
よ

っ
て
は
六
房

の
み
で
科
は

お
か
れ
な
い
。

附
巻
　
書
類
に
添
付
す
る
。
附
は

つ
け
加
え
る
、
巻
は
文
巻

(文
書
、
分
類
し
て

保
存
し
て
あ
る
書
類
)
の
意
。
あ
る
件
の
保
存
書
類
に
、
関
係

の
あ
る
領
収
書
・

証
明
書
な
ど
を
参
考
文
書
と
し
て
補
足
添

付
す
る
こ
と
。

符
文
　
琉
球
国
王
が
中
国

へ
朝
貢
す
る
使
節

団
の
身
分
証
明
の
た
め
に
発
行
し
た

文
書
。

〔二
三
-
〇

一
〕
注

(2
)
参
照
。

母
違
　

上
級
機
関
か
ら
下
級
機
関

へ
、
官
庁

か
ら
人
民

へ
発
出
す
る
指
令
な
ど
の

文
書

の
末
尾
に
お
き
、
文
書
中

の
命
令
や
訓
示
な
ど
に
違
反
し
た
り
、
実
行
を

遅
ら
せ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
の
意

を
あ
ら
わ
す
。
「本
年
四
月
二
十
九
日

奉
総
督
福
浙
部
院
加
五
級
朱
　

憲
牌
。
…
。
為
此
、
備
牌
行
司
。
照
依
部
文
内

奉
旨
事
理
、
即
…
、
将
開
駕
日
期
、

一
併

具
文
詳
報
。
母
違
。
等
因
。
奉
此
。」

〔
一
一
-〇
八
〕

母
違
忽
　

母
違
に
ほ
ぼ
同
じ
。
命
令

・
訓
示

に
違
反
し
た
り
お
ろ
そ
か
に
し
て
は

な
ら
な
い
、
の
意
。

部
　
吏
戸
礼
兵
刑
工
の
六
部
の
い
ず
れ
か
を
さ
す
略
称
。

部
院
　

(1)
明
清
代
、
中
央

の
六
部
と
都
察
院

・
翰
林
院
な
ど
院
の
つ
く
官
庁
を
あ

わ
せ
て
呼
ん
だ
略
称
。

(2)
清
初
、
総
督

に
対
す
る
敬
称
。
総
督
が
兵
部
尚
書
と
都
察
院
右
都
御
史
を
兼

官
し
て
い
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
呼
称

で
あ
る
。

(3)
清
代
中
期
以
降
、
巡
撫

の
敬
称
。
総
督
の
敬
称
が
部
堂

(督
部
堂
と
も

い
う
。

部
堂
は
尚
書

の
敬
称
)

に
変
わ
り
、
そ
れ
ま
で
総
督
の
敬
称
で
あ

っ
た
部
院
を

巡
撫

に
対
し
て
用
い
る
よ
う
に
な

っ
た

(巡
撫
は
兵
部
侍
郎
と
都
察
院
右
副
都

御
史
を
兼
官
し
た
)
。
な
お
都
院
を
参
照
。

部
議
　

六
部
の
議
論

・
提
議
。
な
お

「聴
部
議
」
は
、
巡
撫
な
ど
の
題
本

の
末
尾

に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
語
句
で
、
本
件
を
担
当
の
部
に
下
し
て
検
討
さ
せ
る

よ
う
請
願
す
る
意
を
あ
ら
わ
す
。
担
当
の
部
が
こ
れ
に
答
え
て
上
奏
す
る
こ
と

を
題
覆
と
い
う
。

部
文
　
六
部
か
ら
他
機
関

へ
発
出
さ
れ
た
文
書
の
略
称
。

覆
　
(1)
く
り
か
え
す
。
回
答
す
る
。
復
と
書
く
と
き
も
あ
る
。
主
に
熟
語
と
し
て

用

い
る
。
ま
た
単
独
で
回
復

(回
答
す
る
)
・
題
覆

の
略
語
と
し
て
用

い
る
。

(2)

し

ら

べ

る

、

の
意

。

覆
核
　

審
査
す
る
。
核
は
子
細
に
調
査
す
る
、
確

か
め
る
、
の
意
。

覆
議
　

再
議
す
る
。
議
覆
も
ほ
ぼ
同
意
。

覆
経
　

以
前
に
も
行

っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
ま
た
…
、
の
意
。
公
文
書
中

に
述

べ

ら
れ
た
こ
と
に

つ
い
て
、
そ
れ
は
す
で
に
何
度
か
く
り
か
え
し
実
行
ず
み
で
あ

る
が
再
度
実
行
す
る
、
と
い
う
情
況
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
、
文
の
冒
頭

に
用
い

る
語
。
「覆
経
、
行
拠
杭
州
府
呈
称
…
」

(以
前
と
同
様
に
文
書
で
杭
州
府

に
命

令
し
た
と
こ
ろ
、
か
え

っ
て
き
た
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
の
意
)
〔〇
七
-
〇
九
〕



覆
行
　

く
り
か
え
し
行
う
。

覆
題
　

す
で
に
上
奏
さ
れ
た
事
件
に

つ
い
て
、
担
当
の
官
庁
が
再
び
題
本
で
上
奏

す
る
こ
と
。
ま
た
そ
の
題
本
。

覆
奉
　

題
覆

(覆
題
に
同
じ
)
し
て
皇
帝
の
指
示

(旨
)
を
う
け
る
こ
と
。

奉
　
(1)

さ
し
あ
げ
る
。
文
書

・
物
品
な
ど
を
提
出
す
る
相
手

へ
の
敬
意
を
あ
ら
わ

す
。

(2)
自
己
の
動
作

に
冠
し
て
、
相
手

へ
の
敬
意
を
あ
ら
わ
す
。
琉
球
国
の
文
書
に

多
用
さ
れ
る
用
法
で
あ
る

(奉
齎

・
奉
到

・
奉
蒙
)
。

(3)
皇
帝
や
上
級
機
関
か
ら
の
命
令

・
文
書
な
ど
を
う
け
と
る
こ
と
。
ま
た
特
定

の
文
書
名
を
冠
し
て
用

い
て
、
そ
の
文
書
を
提
出
し
て
命
令
・指
示
を
う
け
と
っ

た
、

の
意
を
あ
ら
わ
す
用
法
が
あ
る

(題
奉
・呈
奉
)。
な
お
琉
球
の
文
書
に
み

ら
れ
る
用
法
と
し
て
、
過
去

に
う
け
と

っ
た
国
王
の
文
書

・
命
令
な
ど
を
さ
し

て
原
奉
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

奉
行
　

上
官
な
ど
の
命
令
を
実
行
す
る
こ
と
。
『宝
案
』
で
は
多
く
琉
球
の
文
書
に

用

い
ら
れ
て
い
る
。
「崇
禎
三
年
六
月
初
六

日
、
承
准
福
建
等
処
承
宣
布
政
使
司

咨
、
…
等
因
。
奉
到
。
准
此
、
欽
此
欽
遵
、
擬
合
奉
行
。
」
〔
一
九
-
〇
六
〕

奉
此
　

こ
の
ご
指
示
に
よ
り
、
こ
の
件
に
つ
き
了
承
い
た
し
ま
し
た
、
の
意
。
上

級
機
関

か
ら
の
文
書
の
引
用
を
し
め
く
く

る
と
き
に
用

い
る
語
。
「奉
軍
門
都
御

史
沈
　
憲
牌
、
准
礼
部
咨
、
…
等
因
。
奉
此
。
」
〔〇
八
-
二

一
〕

本
　

(1)
平
行
文

・
下
行
文
中

に
お
い
て
、
自
己
の
官
職
の
略
称

に
冠
し
て
自
称
と

す
る

(本
部

・
本
司

・
本
院
)。

(2)
そ
の
、
当
該
の
。
ち
ょ
う
ど
問
題
に
な

っ
て
い
る
当
の
、

の
意
を
あ
ら
わ
す

(本
国
、
本
年

・
本
月

・
本
日
)
。
月
日
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
直
前

に

記
さ
れ
た
時
期
に
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
「琉
球
国
中
山
王
尚
　
奏
、
前
事
、

等
因
。
康
煕
二
年
十
月
二
十
二
日
奏
、
康
煕
三
年
七
月
十
二
日
奉
旨
、
覧
…
、

欽
此
。
欽
遵
、
■
本
月
十
二
日
到
部
。
」
〔〇
五
-
〇
五
〕

(3)
奏
本

・
題
本

の
略
称
。
「
又
査
、
万
暦
十
六
年

二
月
内
、
本
部
覆
奉
欽
依
後
、

有
差
官
伴
送
夷
人
、
経
■
賞
賜
本
内
坐
名
差
委
。
」
〔〇
七
-
〇
八
〕

ま

・
や

・
ら

行

未
敢
檀
便
　

独
断
で
事
を
処
理
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
、
の
意
。
題
本
や
上

行
文
の
結
論
と
し
て
自
己
の
見
解
を
記
述
し
た
後
に
付
加
し
て
、
謙
譲
の
意
を

あ
ら
わ
す
語
。
こ
の
語
句
の
後

に
、
さ
ら
に
上
級
機
関
の
決
裁
を
請
求
す
る
文

章
が
お
か
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
「該
本
部
題
覆
。
琉
球
国
中
山
王
尚

奏
、

…
。
此
金
不
便
議
准
収
受
可
也
、
臣
等
未
敢
檀
便
。
謹
題
請
旨
、
等
因
。
」
〔〇

五
-
〇
六
〕

未

便
　

不

都

合

(
で

あ

る

)
。

…

す

る

こ

と

は

で

き

な

い
、

の
意

。

「
事

属

未

便

。
」

〔
〇

七

-
〇

八

〕
、

「
未

便

即

行

遣

回
。
」

〔
一

一
-
〇

一
〕

無
容
議
　
論
議
を
許
さ
な
い
、
の
意
。
自
明
あ
る
い
は
す
で
に
結
論

の
出
て
い
る

こ
と
が
ら
に
つ
き
、
議
論
の
余
地
は
な

い
こ
と
を

い
う
語
。
「無
庸
議
」
と
ほ
ぼ

同
じ
よ
う
に
用

い
ら
れ
る
。
「査
、
康
煕
二
十
年
十

二
月
内
、
臣
部
題
覆
琉
球
国

世
子
尚
貞
為
請
封
王

一
疏
、
内
開
、
…
。
欽
此
、
遵
行
在
案
。
今
、
琉
球
国
中

山
王
世
子
尚
貞
承
襲
王
爵
、
所
賞
給
王
併
妃
之
処
、
無
容
議
、
等
因
。」

〔〇
六

-〇
六
〕

無
庸
議
　

論
議
す
る
必
要
は
な

い
、
の
意
。
請
求
を
却
下
す
る
と
き
の
慣
用
句
で

下
行
文
に
多
く
用

い
ら
れ
る
が
、
『宝
案
』
で
は
主
に
題
本
で
意
見
を
具
申
す
る

と
き
に
用

い
ら
れ
て
い
る
。
「該
臣
等
議
得
、
…
。
除
被
風
飄
失
遭
賊
劫
去

一
船



所
載
貢
物
、
無
庸
査
議
、
今
□
進
到
硫
黄
存
貯
福
建
外
、
其
螺
殻
…
」
〔〇
五
-
一

六
〕

蒙
　
(1,
相
手
か
ら
う
け
た
働
き
か
け
に
対
す
る
敬
意
を
あ
ら
わ
す
。
琉
球
の
文
書

に
多
用
さ
れ
る
。
「
承
准
欽
差
正
使
戸
科
左
給
事
中
杜
　
咨
前
事
称
、
…
等
因
。

准
此
。
蒙
称
、
帝
簡
近
臣
…
」
〔
一
九
⊥

○
〕

(2)
上
級
機
関
か
ら
の
文
書

・
命
令
を
う
け
と
る
こ
と
。
通
例
、
蒙
は
巡
按
や
布

政
司

・
道
な
ど
か
ら
の
文
書

・
命
令
に
対

し
て
用

い
、
巡
撫

・
総
督
の
文
書

.

命
令
を
う
け
た
と
き
に
は
奉
を
用

い
る
。

諭
　
皇
帝
や
諸
王
な
ど
が
自
発
的
に
下
す
指
令

・
訓
示
。
ま
た
上
奏
文
に
よ
る
請

願
を
う
け
て
下
す
と
き
で
も
、
内
外
に
布

告
す
る
場
合
は
諭
と
い
う
。
諭

に
対

し
て
、旨
は
上
奏
文

に
よ
る
請
願
を
う
け
て
発
せ
ら
れ
る
指
令
を
い
う
。
『宝
案
』

に
は
皇
帝
の
勅
諭
の
ほ
か
、
〔三
六
-
〇
四
〕
に
南
明
の
唐
王
の
令
諭
の
例
が
あ

る
。

？
　

大

声

で

呼

ぶ

、

叫

ぶ
。

転

じ

て
、

祈

る

、

訴

え

る

、

願

う

(？

天

.
?

恩

.

?

呼

)
。

覧
　

皇
帝
の
指
示
の
用
語

の

一
つ
。
上
奏
文
を
読
ん
で
、
内
容
を
承
知
し
た
、
と

の
意
を
あ
ら
わ
す
。

理
合
　

当
然
…
す
べ
き
で
あ
る
、
と
の
意
。
公
文
書

の
末
尾

に
用
い
る
慣
用
句
。

合
行

・
擬
合

・
相
応
な
ど
と
ほ
ぼ
同
意
で
あ
る
。
上
行
文

に
用
い
る
と
す
る
の

が
通
説
で
あ
る
が
、
明
末

・
清
初

に
か
け

て
は
、
上
行
文

・
平
行
文
を
問
わ
ず

用
い
ら
れ
て
い
る
。

稟

↓
ヒ
ン

類
　

ま
と
め
て
い
く

つ
か
の
案
件
な
ど
を

一
緒
に
処
理
す
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
語

(類
題

・
類
進

・
類
斉
)。

類
行
　

い
く

つ
か
の
案
件
を
ま
と
め
て

一
つ
の
文
書

に
し
て
送
る
こ
と
。

?
　
別
と
同
じ
。
別
の
、
ほ
か
に
、
特
に
、
の
意

(?
文

・?
議

・
?
給

・?
請
)。

「差
去
員
役
、
不
必
?
造
海
船
動
費
官
銀
幾
千
両
。」

〔〇
七
-〇
四
〕

令
　
皇
太
子

・
諸
王
の
言
辞

に
冠
し
て
敬
意
を
あ
ら
わ
す
語
。
令
旨

・
令
諭
な
ど

の
よ
う
に
用

い
る
。
『宝
案
』
で
は
琉
球
国
王
に
対
し
て
も
用

い
ら
れ
て
い
る
。

な
お
啓
(3)
・旨
・諭
を
参
照
。
「当
蒙
敬
奉
王
令
旨
、
何
不
早
説
、
…
以
表
遠
意
、

敬
此
外
、
…
」
〔四
〇
-
〇

一
〕


